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　はじめに

　「高齢者を社会全体で支える」という考えのもと、平

成１２年に介護保険制度がスタートし、令和３年で２２年目

を迎えることとなります。

　介護保険制度は、人生１００年時代と言われる我が国の

長寿社会を支える制度として定着してきた一方で、さら

なる高齢化の進展に伴い、増大する高齢者への介護や支

援対策が全国的な課題となっています。

　本市では、これまで、第８次計画における「住み慣れた地域で、ともに支え合い

ながら、高齢者が自分らしく、安心して暮らせるまち」の基本理念に基づき、社会

情勢の変化や高齢者のニーズを把握しながら積極的に高齢者施策を展開するととも

に、介護保険サービスの質の向上及び介護給付の適正化を推進してまいりました。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の脅威にさらされ、高齢者を取り巻く

環境は大きく変化しました。本市でも、余儀なくされた自粛生活により心身の機能

が落ち込むことのないよう、感染予防対策を講じながら運動講座や趣味の教室の開

催などのフレイル予防に努めてまいりましたが、コロナ禍の長期化により支援や介

護を必要とする高齢者の増加が危惧されています。このような状況を打開するため

にも、行政と市民が一丸となって力強く歩み、この難局を乗り越えていかなければ

なりません。

　第９次となる本計画は、前計画の基本理念を継承し、健康づくりや介護予防と生

活支援の推進を図るほか、地域団体や医療、介護等の関係者間の連携強化とネット

ワークの構築を目指し、高齢者の皆様の元気を創造するプランです。本計画では、

地域資源を活用した地域ぐるみの取り組みを重要な視座としており、市民の皆様に

は、地域福祉の担い手として、地域活動等に積極的に参加いただくなどのご支援を

賜りますようお願いいたします。

　結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました沼津市

高齢者保健福祉計画策定懇話会の委員の皆様と、実態調査としてアンケートにご協

力いただきました多くの市民の皆様に心よりお礼申し上げます。

令和 ３年 ３月

沼津市長　賴重　秀一
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第１章　計画の概要第１章　計画の概要

　本市の総人口は、令和２年10月１日現在、193,676人となっており、年々減少傾向にあり
ます。年齢構造の内訳では、０～64歳までの年少人口と生産年齢人口が減少している一方で、
65歳以上の高齢人口が増加し続けており、高齢化率は31.5％と少子高齢化が進んでいる状況
です。
　さらに、いわゆる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる令和７年には、総人口
184,663人、高齢者61,281人、高齢化率33.2％と予測しており、日常的に支援を必要とする
高齢者が今後ますます増加するとともに、介護給付費の増加も見込まれています。
　このような状況を踏まえ、国では介護保険制度をはじめ、高齢者を取り巻く制度や法律の改
正を断続的に行うとともに、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けられる
よう、住まい・医療・介護・介護予防・生活支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」
の構築を掲げてきました。
　さらに、平成29年には、地域包括ケアシステムの深化、高齢者の自立支援と要介護状態の
重度化防止や地域共生社会の実現に向けた取組の推進が表明され、令和２年には、地域共生社
会の実現を図り、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、包括的な支援体
制の構築や地域の特性に応じた認知症施策、介護サービス提供体制の整備等の推進が発表され
ています。
　本市においても、地域の実情に合わせ、資源を有効活用しながら、行政・市民・事業者・各
種関係団体等の様々な主体が一体となって介護予防や在宅医療と介護の連携、認知症対策等の
取組をより一層推進していくことが重要です。
　このようなことから、本市の高齢者を取り巻く様々な課題を踏まえつつ、団塊の世代が75
歳以上となる令和７年、さらにはいわゆる団塊ジュニアが65歳以上となる令和22年までの中
長期的な視点に立ち、地域共生社会の実現と今後の本市における保健・福祉・介護の施策をさ
らに推進するため、『第９次沼津市高齢者保健福祉計画』を策定するものです。

1 計画の趣旨（背景と目的）
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第１章　計画の概要第１章　計画の概要

（ １）法的根拠と他計画との関係
　老人福祉法第20条の８第７項において、老人福祉計画は、介護保険法第117条第１項に規
定する介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないとされています。
　また、介護保険法第117条において、介護保険事業計画は３年を１期とすることが定められ
ています。
　なお、本計画の策定にあたっては、第５次沼津市総合計画や沼津市地域福祉計画及び本市の
他の計画との整合を図りました。

2 計画の位置づけ

〈計画の関係図〉
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第１章　計画の概要第１章　計画の概要

（ ２）ＳＤＧｓとの関連
　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、2015年９月の国連サミットで採択された、国連加盟
193か国が2016年から2030年までの15年間で達成するために掲げた目標です。
　わが国においても、ＳＤＧｓに掲げる17の目標達成に向けた取組を加速させるため、各地
方自治体に、各種計画や戦略、方針の策定や改訂にあたっては、ＳＤＧｓを最大限に反映させ
ることを推奨しています。
　本市でもこれを受け、第５次総合計画では、ＳＤＧｓの17の目標を基本計画、推進計画の
レベルで関連付けるとともに、各課所管の計画や事業においてＳＤＧｓの目標を常に意識した
取組を求めており、本計画においても、17の目標のうち、各基本施策と下記の８つの目標を
関連付け、取組を推進していきます。

〈本計画と関連する８つの目標〉

１ 貧困をなくそう
あらゆる場所あらゆる形態の貧困を
終わらせる。

１０ 人や国の不平等をなくそう
国内及び各国家間の不平等を是正す
る。

２ 飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食安全保障及び栄
養の改善を実現し、持続可能な農業
を促進する。

１１ 住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭（レジリエン
ト）で持続可能な都市及び人間居住
を実現する。

３ すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康
的な生活を確保し、福祉を促進する。

１６ 平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂
的な社会を促進し、すべての人に司
法へのアクセスを提供し、あらゆる
レベルにおいて効果的で説明責任の
ある包摂的な制度を構築する。

８ 働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及び
すべての人々の完全かつ生産的な予
防と働き甲斐のある人間らしい雇用
（ディーセント・ワーク）を促進する。

１７ パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を
強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活性化する。
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第１章　計画の概要第１章　計画の概要

　計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間です。
　本計画以降も、団塊の世代が75歳以上となる令和７年、さらには団塊ジュニア世代が65歳
以上となる令和22年を見据え、３年ごとに計画を策定していきます。
　本計画期間中は、目標値等について調査・分析を行い、最終年の令和５年度に本計画全体の
評価・検証を実施し、見直しを行います。

3 計画の期間

〈計画期間図〉
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第１章　計画の概要第１章　計画の概要

（ １）全体の評価
　各事業の取組状況について、関係各課において自己評価を行ったところ、全78事業のうち、
41事業（52.6％）がＡ評価、35事業（44.9％）がＢ評価となりました。また、Ｃ評価の事
業は２事業（2.5％）となっています。
　全体として９割以上がＡまたはＢ評価となっており、高齢者の生きがいや健康づくり、介護
予防、地域包括ケアシステムの整備など、概ね計画どおりに実施できたと考えています。

Ａ：計画どおりにできた（目標を達成したもの）
Ｂ：概ね計画どおりにできた（目標は達成しなかったが、数値的な成果として伸びがあり、前進があったと認められるもの等）
Ｃ：計画どおりにできなかった又は実施していない
　　（事業内容は縮小されていないが、数値的な成果として減少・後退したもの、事業として実施できなかったもの、事業内

容や制度が縮小・廃止して後退したもの等）

4 第８次沼津市高齢者保健福祉計画の評価

施　　　策 事業数 A B C
1 健康づくりと生きがいづくり 13 ６ ７ ０
（1）スポーツ活動の推進 3 3 ０ ０
（2）疾病の早期発見・早期治療の促進 5 ０ 5 ０
（3）生きがい活動への支援 5 3 ２ ０

2 生活環境の整備 ２０ 9 1０ 1
（1）高齢者にやさしいまちづくりの推進 ２ ０ ２ ０
（2）住環境の整備及び確保 ７ 3 3 1
（3）生活環境の向上 ７ 5 ２ ０
（4）尊厳ある暮らしの確保 4 1 3 ０

3 介護予防の推進 4 1 3 ０
（1）介護予防・生活支援サービス事業 1 1 ０ ０
（2）一般介護予防事業 3 ０ 3 ０

4 地域における支え合いのしくみづくり 1０ 3 ７ ０
（1）地域包括支援センターの機能強化 4 ２ ２ ０
（2）生活支援体制の整備 ２ ０ ２ ０
（3）高齢者の見守り 4 1 3 ０

5 認知症施策の推進 5 3 ２ ０
（1）認知症への理解を深めるための普及・啓発 1 1 ０ ０
（2）地域における認知症ケアの向上 ２ 1 1 ０
（3）早期診断・早期対応のための体制整備 ２ 1 1 ０

6 在宅医療と介護の連携 8 5 3 ０
（1）資源の把握と課題の抽出 ２ ２ ０ ０
（2）在宅医療と介護の連携体制の推進 ６ 3 3 ０

7 介護サービスの充実と円滑な利用 18 14 3 1
（1）介護サービス利用者及び介護する家族への支援 ７ ６ ０ 1
（2）施設の整備目標 1 ０ 1 ０
（3）介護保険サービスの質の向上 4 ２ ２ ０
（4）介護給付の適正化の推進 ６ ６ ０ ０

計 ７8 41 35 ２
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（ ２）要支援・要介護認定者への効果
　第８次沼津市高齢者保健福祉計画において、令和２年10月１日現在の総人口を196,439人、
65歳以上の高齢者人口を60,322人、高齢化率30.7％と推計していましたが、令和２年10月
１日現在の実績は、総人口193,676人、高齢者人口61,040人、高齢化率31.5％となり、総人
口が推計を下回る一方、高齢者人口と高齢化率は推計を上回る結果となりました。
　このような中、要支援・要介護認定者の出現率は、令和２年には16.1％と推計していまし
たが、令和２年10月1日現在、15.4％と、推計を0.7ポイント下回る状況となった要因として、
介護予防・重度化防止事業に一定の効果があったものと考えます。

（ 3）基本施策ごとの評価と課題
① 健康づくりと生きがいづくり
　各種スポーツ教室の開催や高齢者学級の開設、老人クラブへの支援等を通じて高齢者の生き
がいづくりや社会参加の促進を行うほか、疾病の早期発見・治療のため、各種健診や予防接種
の推進に取り組みました。
　概ね計画どおりに実施できましたが、今後、さらなる健査の受診者数増加のための取組や高
齢者が地域において自主的に活動できるような支援が必要であると考えます。

② 生活環境の整備
　高齢者に対する賃貸住宅の確保や高齢者向け住宅設置者に対する支援等の取組を行い、８割
近くが「概ね計画どおりにできた」と評価しています。
　高齢者が安心して暮らせる住環境を支援するため、これらの制度について、今後もさらなる
周知が必要であると考えます。

③ 介護予防の推進
　筋力パワーアップ教室等の運動器の機能向上のための教室や、口腔機能の向上のための口腔・
栄養教育講座、認知症予防講演会など様々な介護予防事業に取り組みました。
　概ね計画どおりに実施できましたが、新規参加者の確保が課題となっている教室や講座が多
いことから、開催方法や開催場所の工夫が必要であると考えます。

④ 地域における支え合いのしくみづくり
　平成30年度に設置した基幹型地域包括支援センターを通じて、市内11箇所の地域包括支援
センター間の連携・強化を図ってきました。
　また、地域ケア会議を概ね計画どおりに開催し、多職種連携によるケアマネジメントの推進
や地域課題の把握、見守り体制の構築を進めていますが、包括間で活用方法等に差が見られる
ことから、研修会等による更なる機能強化が必要であると考えます。
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⑤ 認知症施策の推進
　「認知症初期集中支援チーム」を設置し、認知症の早期診断・早期対応を図ったほか、認知
症の理解を深め、認知症の人やその家族の応援者となる「認知症サポーター」を養成しました。
　サポーター数も増加していることから、今後は、本人・家族のニーズとサポーターを中心と
した支援を継ぐチームオレンジの輪を広げていく必要があると考えます。

⑥ 在宅医療と介護の連携
　基幹型地域包括支援センターを中心に、地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、共通す
る課題をテーマに医師会や病院等との協働による研修等を開催することで、相互理解を深める
とともに、連携体制の構築に繋がりました。
　今後も、地域における医療・介護の関係機関が連携し、包括的かつ継続的な在宅医療・介護
を提供するため、多職種協働により在宅医療と介護を一体的に提供できる体制の構築を目指し
ます。

⑦ 介護サービスの充実と円滑な利用
　介護をする家族への支援として、家族介護用品の支給や見守り型配食サービス等の提供を行
うとともに、ケアプランや住宅改修等の点検など介護給付の適正化を図り、介護サービスの円
滑な利用に努めました。
　施設整備については、第８次計画期間中、目標どおりに整備したものと、複数回募集したも
のの応募がなく、整備できないものがありました。
　第９次計画において、改めてサービス量の見込みや事業所の意向調査等を行いながら、必要
な施設の整備を進めます。
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　本市の総人口は、令和２年10月１日現在、193,676人となっており、年々緩やかに減少し
続けています。
　年齢構造でみると、０～14歳、15～64歳は減少し続けている一方で、65歳以上は増加し
続けている状況です。
　高齢化率でみると、第８次計画策定時の平成29年は30.1％でしたが、年々上昇を続け、第
９次計画の最終年である令和５年には32.5％と推計しています。
　さらに、団塊の世代が75歳以上となる令和７年には33.2％、団塊ジュニアが65歳以上とな
る令和22年には、40.3％になるものと見込まれています。

1 市の人口と高齢者人口の推移と将来推計

〈人口比率の推移と将来推計〉

※第８次までの沼津市高齢者保健福祉計画や本計画内の年別人口比データと相互参照可能にするため、住民基本台帳に基づ
いた人口推移、人口推計を掲載しています。

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在）、令和５年以降は推計
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　人口比率においても、０～14歳、15～64歳は、ゆるやかに減少し続けており、一方で、
65歳以上は、増加し続けています。
　団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）となる令和７年には、後期高齢者の割合が前期高齢
者の割合を大幅に上回り、総人口の約２割を占めることが予想されます。

　令和２年10月１日現在の人口を５階級別人口でみると、団塊の世代と呼ばれる70～74歳と、
その子供の年代に当たる45～49歳で多い「変形つぼ型」となっています。

〈人口比率の推移と将来推計〉

〈５歳階級別人口〉

資料：住民基本台帳（令和２年10月１日現在）

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在）、令和５年以降は推計
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第 2章　高齢者の現状と将来推計第 2章　高齢者の現状と将来推計

　各年度３月31日現在の、要支援・要介護認定者における認知症高齢者日常生活自立度の判
定基準がⅡa以上の人の推移をみると、平成27年度の4,849人、55.7％から令和元年度の5,755
人、61.5％と、906人増加し、割合は約６ポイント増加しています。

2 認知症高齢者数の推移

〈認知症高齢者の推移〉

〈認知症高齢者の日常生活自立度判断基準〉

ランク 判　　断　　基　　準

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

Ⅱ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰か
が注意していれば自立できる。

Ⅱａ 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。

Ⅱｂ 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。

Ⅲ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要と
する。

Ⅲａ 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

Ⅲｂ 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

Ⅳ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介
護を必要とする。

Ｍ 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
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　毎年９月１日に実施している「一人暮らし高齢者等実態調査」によると、総世帯数と高齢者
世帯数は共に年々増加しており、令和元年度は総世帯数92,079世帯に対し、高齢者世帯数は
12,011世帯で、全体の13.0％となっており、平成30年度と比較すると高齢者世帯の占める
割合が増加しています。
　高齢者世帯中の割合では、一人暮らし高齢者世帯の比率が増加する傾向が見られ、地域での
見守りなどが重要になっています。

3 一人暮らし高齢者等実態調査

〈高齢者世帯数等の推移〉

上段：世帯数
下段：割合

平成２７年度 平成２8年度 平成２9年度 平成3０年度 令和元年度

総世帯数 90,145世帯 90,429世帯 90,901世帯 91,509世帯 92,079世帯

高齢者世帯数
13,877世帯 14,121世帯 15,001世帯 11,736世帯 12,011世帯

15.4％ 15.6％ 16.5％ 12.8％ 13.0％

一人
暮らし

世帯数 7,209世帯 7,397世帯 7,818世帯 6,555世帯 6,869世帯

高齢者世帯中
の割合 51.9％ 52.4％ 52.1％ 55.9％ 57.2％

夫　婦
世帯数 5,905世帯 5,977世帯 6,365世帯 4,531世帯 4,564世帯

高齢者世帯中
の割合 42.6％ 42.3％ 42.4％ 38.6％ 38.0％

その他
世帯数 763世帯 747世帯 818世帯 650世帯 578世帯

高齢者世帯中
の割合 5.5％ 5.3％ 5.5％ 5.5％ 4.8％

※各年９月１日現在の一人暮らし高齢者等実態調査による
※平成30年度より調査対象を65歳以上から70歳以上に変更
※令和２年度は新型コロナウイルス感染防止の観点から実施していません。
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　本計画の策定基礎資料とするため、高齢者の生活と意識に関する調査として「介護予防・日
常生活圏域ニーズ調査」及び「在宅介護実態調査」を令和元年11月から実施しました。

4 高齢者の生活と意識に関する調査（抜粋）

（ １）調査対象及び調査人数（無作為抽出）
　〓〓〓 調　　査 対　象　者 対象者の概要 調査人数

①介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査

一般高齢者 沼津市在住の65歳以上の方 1,600人

総合事業対象者 沼津市在住の総合事業対象認定を受
けている方 100人

在宅要支援認定者 沼津市在住の要支援認定を受けてい
る方 800人

②在宅介護実態調査 在宅要介護認定者 沼津市在住の要介護認定を受けてい
る方 1,000人

（ ２）調査方法
　郵送配布　郵送回収

（ 3）調査期間
　① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査・・・令和元年12月９日～令和元年12月25日
　② 在宅介護実態調査　　　　　　　　・・・令和元年11月25日～令和元年12月14日

（ ４）回収状況

（ ５）注意事項
　① 回答は各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で示してある。
　② 百分率は小数点以下第２位を四捨五入して算出した。このため、百分率の合計が100％

にならないことがある。
　③ １つの質問に２つ以上答えられる“複数回答可能”の場合は、回答比率の合計が100％を

超える場合がある。
　④ スペースの関係上、一部設問、選択肢の文言を省略している箇所がある。

調　　査 対　象　者 発　送　数 有効回答数※ 有効回収率

①介護予防・日常生活圏域
　ニーズ調査

一般高齢者 1,600通 1,080票 67.5％

総合事業対象者 100通 69票 69.0％

在宅要支援認定者 800通 550票 68.8％

②在宅介護実態調査 在宅要介護認定者 1,000通 605票 60.5％

※有効回収数：回収票から全く回答がないもの（白票）や回答が少ないもの（無効票）を除いた数。
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＜介護予防・日常生活圏域ニーズ調査＞

家族構成や生活状況について

● 家族構成
　市全体では、「夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）」の割合が29.1％と最も多く、以下「息子・
娘との２世帯」が23.8％、「１人暮らし」が22.0％となっています。
　年齢別でみると、70～74歳と75～79歳は「夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）」の割合が、
85歳以上は「息子・娘との２世帯」の割合が市全体と比較して多くなっています。
　また、対象種別でみると、総合事業、要支援１は、「１人暮らし」の割合が市全体と比較し
て多くなっています。
　高齢者等世帯は年々増加傾向にあり、高齢者等世帯への生活支援や見守り体制の整備が必要
となっています。
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● 普段の生活での介護・介助の必要性
　市全体では、「介護・介助は必要ない」の割合が63.4％と最も多く、以下「現在、何らかの
介護を受けている」が23.9％となっています。
　年齢別でみると、74歳までは「介護・介助は必要ない」の割合が、85歳以上は、「現在、
何らかの介護を受けている」の割合が市全体と比較して多くなっています。
　年齢が高くなるにつれ、何らかの介護や介助を必要とする割合が高くなっており、高齢になっ
ても出来る限り介護や介助を必要とせず、元気に暮らせるよう健康寿命を延伸するための取組
が重要となっています。
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体を動かすことについて

● 外出状況
　市全体では、「週１回」が18.5％、「週２～４回」が42.1％、「週５回以上」が26.2％で、
この合計である『週に１回以上外出する』の割合は、86.9％となっています。
　しかし、年齢別でみると、85歳以上は、「ほとんど外出しない」の割合が全体と比較して多
くなっています。
　また、対象種別でみると、要支援１、要支援２は、「ほとんど外出しない」の割合が全体と
比較して多くなっています。
　年齢が高くなるにつれ、外出を控える人が多い傾向にありますが、外出することで社会との
繋がりを持つことは、介護予防にも繋がることから、高齢者の社会参加の促進のための取組が
必要です。
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● 外出時の主な移動手段
　市全体では、「自動車（自分で運転）」の割合が32.7％と最も多く、次いで「自動車（人に
乗せてもらう）」が17.8％となっています。
　年齢別でみると、79歳までは自動車（自分で運転）」の割合が、80歳以上は「自動車（人
に乗せてもらう）」の割合が全体と比較して多くなっています。
　生活をするために必要な通院や買い物などが困難となる高齢者のために、交通手段の確保や
交通安全のための取組が必要とされています。
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地域での活動について

● 会・グループ等への月１回以上の参加状況
　年に数回以上参加している割合について、市全体では、「町内会・自治会」が33.4％と最も
多 く、以 下、「趣 味 関 係」が24.7％、「ス ポ ー ツ 関 係」が19.2％、「収 入 の あ る 仕 事」が
18.4％となっています。
　圏域別でみると、南部地区においては、「シニアクラブ・老人クラブ」が沼津市全体より4.5
ポイント高くなっています。一方で、中央地区においては「ボランティア」が沼津市全体より
3.6ポイント低い状況となっています。
　高齢者がいつまでも元気で生活するためには、地域の中で生きがいや社会的役割を持つこと
が大切です。地域の実情に合わせ、地域資源の開発や高齢者のニーズを把握しながら、高齢者
と地域社会との繋がりを構築する必要があります。

（単位：％）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
ポ
ー
ツ
関
係

趣
味
関
係

学
習
・
教
養
サ
ー
ク
ル

高
齢
者
サ
ロ
ン
な
ど
介
護

予
防
の
た
め
の
通
い
の
場

シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
・

老
人
ク
ラ
ブ

町
内
会
・
自
治
会

収
入
の
あ
る
仕
事

全　体 12.7 19.2 24.7 11.3 14.2 9.9 33.4 18.4

西　部 15.8 20.1 27.3 10.5 15.6 9.2 38.2 19.9

北　部 12.7 21.1 24.3 11.7 12.4 9.2 33.7 18.9

中　央 9.1 19.9 26.0 14.4 12.9 8.8 30.8 17.4

南　部 12.7 15.6 21.2 9.3 15.6 14.4 32.3 17.0
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第 2章　高齢者の現状と将来推計第 2章　高齢者の現状と将来推計

● 地域づくりへの参加意向
　地域住民の有志によって、健康づくりや趣味等のグループ活動を通じ、地域づくりに資する
活動に参加する場合において、参加者としての参加意向について、市全体では、「是非参加し
たい」、「参加してもよい」、「既に参加している」を合わせた『参加意向がある』の割合が
44.0％となっています。
　日常生活圏域別でみると、「西部」が48.5％と最も高くなっており、「南部」の38.8％は、
市全体と比較して５ポイント以上低くなっています。
　また、その活動に企画・運営（お世話係）としての参加意向については、全体的に低い状況
ですが、西部と北部は市全体よりも若干上回っている一方で、南部は下回っている状況です。

〈参加者としての参加意向〉

〈企画・運営（お世話役）としての参加意向〉
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第 2章　高齢者の現状と将来推計第 2章　高齢者の現状と将来推計

「たすけあい」について

● 家族や友人・知人以外の相談相手
　市全体では、「そのような人はいない」の割合が31.1％と最も多く、以下「医師・歯科医師・
看護師」が23.3％、「ケアマネジャー」が21.5％となっています。
　年齢別でみると、74歳までは「そのような人はいない」の割合が、80歳以上は「ケアマネジャー」
の割合が全体と比較して多くなっています。
　高齢者が地域で孤立しないよう、医療、地域の関係団体、介護の連携を図り、地域で支え合
う体制を構築するとともに、地域包括支援センターなどの相談機関のさらなる周知を図る必要
があります。
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第 2章　高齢者の現状と将来推計第 2章　高齢者の現状と将来推計

＜在宅介護実態調査＞

施設等の検討状況別サービス利用状況

● 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス
　「特になし」の割合が29.9％と最も多くなっていますが、今後、在宅生活で必要と感じる支援・
サービスについては、「見守り、声かけ」が25.0％、ついで「移送サービス（介護・福祉タクシー
等）」が24.1％となっています。
　高齢者ができる限り住み慣れた地域で生活できるよう、地域ぐるみで高齢者を見守る体制の
整備や在宅福祉サービスの充実が求められています。
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第 2章　高齢者の現状と将来推計第 2章　高齢者の現状と将来推計

介護者の状況

● 今後、不安を感じている介護内容
　今後について、最も不安に感じている介護の内容は「認知症状への対応」の割合が39.7％
と最も高く、以下、「夜間の排泄」が29.0％、「外出の付き添い、送迎等」が21.7％、「入浴・
洗身」が20.7％と続いています。
　今後も認知症高齢者数の増加が見込まれており、認知症施策の推進が重要です。また、介護
家族の負担の軽減が図られるようサービスの充実及び適切な提供が必要です。

- 21 -



第 2章　高齢者の現状と将来推計第 2章　高齢者の現状と将来推計

主な介護者の就労について

● 主な介護者の現在の勤務形態

● 主な介護者の働き方の調整

　主な介護者の現在の勤務形態では、「働いていない」の割合が52.9％と最も高く、次いで「パー
トタイムで働いている」が20.7％となっています。

　主な介護者の働き方の調整では、「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短期間勤務、
遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」の割合が40.7％と最も高く、以下「特に行っ
ていない」が24.2％、「介護のために、「労働時間を調整」、「休暇」、「在宅勤務」以外の調整
をしながら、働いている」が21.1％となっています。
　主な介護者が働いている場合で、介護にあたり働き方の調整を「特に行っていない」と回答
したのは24.2％であり、７割以上の方が何らかの形で働き方を調整している状況にあります。
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（ １）日常生活圏域別高齢者人口

（ ２）日常生活圏域別介護度別認定者数及び出現率

　日常生活圏域とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続しながら、多様なサービスが受け
られるよう、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護サービスを提供するため
の施設の整備状況等を総合的に勘案して定める区域のことです。
　第９次計画においては、第５次総合計画に基づき日常生活圏域の見直しを行い、４つの圏域
を設定します。各圏域に設置している地域包括支援センターを核とした地域包括ケアシステム
の推進を図り、高齢者保健・福祉施策をさらに充実させていきます。
　また、これまで以上に、地域のつながりを活かし、高齢者に対するきめ細やかな相談や支援
に取り組むため、地域包括支援センターを再編成します。

1 日常生活圏域の設定

圏 域 名 地　区　名 総人口
（人）

高齢者人口（人） 高齢化率
（％）総　　数 ６5～７4歳 ７5歳以上

西　　部 原・浮島・愛鷹・今沢・
片浜 55,103 17,535 8,590 8,945 31.8

北　　部 金岡・大岡・門池 59,585 15,908 7,883 8,025 26.7

中　　央 第一・第二・第四・第五 43,515 14,165 6,663 7,502 32.6

南　　部 第三・大平・静浦・内浦・
西浦・戸田 36,004 13,214 6,044 7,170 36.7

全　市　計 194,207 60,822 29,180 31,642 31.3

※人口は、令和２年３月31日現在の住民基本台帳による

圏 域 名 要支援 1
（人）

要支援 ２
（人）

要介護 1
（人）

要介護 ２
（人）

要介護 3
（人）

要介護 4
（人）

要介護 5
（人）

認定者計
（人）

出現率
（％）

西　　部 377 419 431 387 370 340 175 2,499 14.3

北　　部 283 362 435 365 328 314 148 2,235 14.0

中　　央 397 426 404 327 296 250 132 2,232 15.8

南　　部 305 380 357 323 297 265 175 2,102 15.9

全 市 計 1,362 1,587 1,627 1,402 1,291 1,169 630 9,068 14.9

※人数は、令和２年３月31日現在

第 3章　日常生活圏域第 3章　日常生活圏域
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〈日常生活圏域図〉
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第 3章　日常生活圏域第 3章　日常生活圏域

　「地域包括ケアシステム」は、市民の皆さんが高齢になっても住み慣れた地域で、安心して
自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるために、「住まい」「医療」「介護」「介護予防」及び

「生活支援」の５つの要素を切れ目なく一体的に提供する体制です。
　地域包括ケアシステムの推進にあたっては、日常生活圏域毎に異なる地域課題に対し、各地
域包括支援センターを中心に、自助・互助・共助・公助の連携を図り、地域特性に応じた対応
を講ずることで、高齢者支援の取組を進めていきます。
　また、近年、個人や世帯を取り巻く環境の変化により、高齢者の抱える問題やニーズが多様
化・複雑化していることから、制度・分野ごとの「縦割り」や、「支え手」と「受け手」とい
う従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、
助け合いながら共に地域を創っていく「地域共生社会」の構築が求められています。
　今後は、他の福祉分野との連携を図りながら、地域包括ケアシステムをより深化させ、高齢
者だけでなく、障害のある人や子どもなどすべての人を対象に、相談や支援を必要とする人を
地域で支えることのできる「地域共生社会」の実現に向けた取組を進めていきます。

2 地域包括ケアシステムの基本的な考え方

〈地域包括ケアシステムを支える４つの助〉

※平成25年３月　厚生労働省　地域包括ケア研究会報告書

自助 互助

共助 公助

自分のことを自分でする
自らの健康管理（セルフケア）
市場サービスの購入

介護保険に代表される
社会保険制度及びサービス

当事者団体による取組
高齢者によるボランティア・生きがい就労

ボランティア活動
住民組織の活動

一般財源による高齢者
福祉事業等
生活保護
人権擁護・虐待対策

ボランティア・住民組織の
活動への公的支援
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第 3章　日常生活圏域第 3章　日常生活圏域

3 日常生活圏域カルテ
【西部】
１　地域包括支援センターの名称 はら あしたか 今沢・片浜 計
２　人口の状況（令和 ２年 ３月末）

（１）総人口� （人） 24,298 15,648 15,157 55,103
（２）高齢者人口� （人） 7,813 4,701 5,021 17,535
６5歳～７4歳� （人） 3,961 2,333 2,296 8,590
７5歳以上� （人） 3,852 2,368 2,725 8,945

（３）高齢化率� （％） 32.2 30.0 33.1 31.8
（４）認定者数� （人） 1,094 649 756 2,499
（５）出現率� （％） 14.0 13.8 15.1 14.3

３　地域資源
（１）医療機関� （か所）
病院・医科診療所　　 18 13 4 35
歯科診療所　　　　　 12 6 6 24

（２）活動場所や通いの場� （か所）
通いの場（登録高齢者サロン含む） 31 15 13 59
認知症カフェ 1 1 2 4
市老連加入老人クラブ 0 6 2 8

（３）見守り・安心� （件）
高齢者あんしんサポート店 9 9 5 23
高齢者あんしん見守りネットワーク協力事業所 3 1 1 5

【人口の推移と構成】 【要支援・要介護認定者数の推移と構成】

※各年度末現在
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第 3章　日常生活圏域第 3章　日常生活圏域

４　高齢者の健康状況等

５　地域の特性と課題

（１）地域の特性
　市内でも高齢者人口が最も多い地域です。各種機能や生活習慣病のリスクは沼津市全体と大きな差
がありません。一方で、介護認定原因疾患として高齢による衰弱が29.3％、脳卒中が12.7％と、他
圏域と比較して高くなっています。

（２）地域の課題
　介護認定原因に食生活に起因する疾患が多いことから、食事や運動などの支援対策が必要です。
　また、地域内には、交通の利便性の悪い地域もあり、車の運転ができなくなると病院への受診が難
しく閉じこもりがちになったり、買い物に困りやすい傾向にあります。
　そのほか、地域の担い手の高齢化が課題となっており、これまでの活動が継続できなくなる可能性
が高いことから、サロン活動等の担い手の発掘に努める必要があります。

【①各種機能】

【③生活習慣病リスク保有状況】

血糖
（HbA １c
6.5％以上）

メタボ予備群

メタボ該当者

Ⅱ度高血圧以上

中性脂肪
150mg/dl 以上

HDL-
コレステロール
40mg/dl 未満

【②介護認定原因疾患＜上位５位＞】

【④認知症高齢者数の推移】

①・②：令和元年高齢者の生活と意識に関する調査による
③：令和元年特定健康診査等の結果による　④：各年度末現在（住所地特例該当者等を除く）
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【北部】
１　地域包括支援センターの名称 かなおか かどいけ きせがわ 計
２　人口の状況（令和 ２年 ３月末）

（１）総人口� （人） 20,680 18,924 19,981 59,585
（２）高齢者人口� （人） 5,910 4,933 5,065 15,908
６5歳～７4歳� （人） 2,917 2,481 2,485 7,883
７5歳以上� （人） 2,993 2,452 2,580 8,025

（３）高齢化率� （％） 28.6 26.1 25.3 26.7
（４）認定者数� （人） 810 742 683 2,235
（５）出現率� （％） 13.7 15.0 13.5 14.0

３　地域資源
（１）医療機関� （か所）
病院・医科診療所　　 18 10 16 44
歯科診療所　　　　　 5 8 13 26

（２）活動場所や通いの場� （か所）
通いの場（登録高齢者サロン含む） 18 19 14 51
認知症カフェ 2 1 1 4
市老連加入老人クラブ 0 7 0 7

（３）見守り・安心� （件）
高齢者あんしんサポート店 7 3 5 15
高齢者あんしん見守りネットワーク協力事業所 2 3 1 6

【人口の推移と構成】 【要支援・要介護認定者数の推移と構成】

※各年度末現在
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４　高齢者の健康状況等

５　地域の特性と課題

（１）地域の特性
　市内でも住民が最も多く生活している地域で、高齢化率が低く、若い世代が多いのが特徴です。
　また、介護認定者の出現率は低めですが、要介護１以上の認定者が多くなっています。介護認定原
因疾患は、関節の病気が他の圏域よりも高くなっています。

（２）地域の課題
　今後、地域全体の高齢化が進行する将来に備え、重度化防止を含む介護予防を進めるため、様々な
機会を通じて高齢者が活動できる情報交換の機会をつくり、地域との連携を強めていく必要がありま
す。
　また、地域共生社会の理念を伝え、様々な世代や立場の人が参加できるイベントや予防活動等を通
じて互いに支え合う市民活動の重要性を啓発していく必要があります。

【①各種機能】 【②介護認定原因疾患＜上位５位＞】

【③生活習慣病リスク保有状況】

血糖
（HbA １c
6.5％以上）

メタボ予備群

メタボ該当者

Ⅱ度高血圧以上

中性脂肪
150mg/dl 以上

HDL-
コレステロール
40mg/dl 未満

【④認知症高齢者数の推移】

①・②：令和元年高齢者の生活と意識に関する調査による
③：令和元年特定健康診査等の結果による　④：各年度末現在（住所地特例該当者等を除く）
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【中央】
１　地域包括支援センターの名称 千本 千本（第四支所） 第五 計
２　人口の状況（令和 ２年 ３月末）

（１）総人口� （人） 14,460 9,555 19,500 43,515
（２）高齢者人口� （人） 5,103 3,040 6,022 14,165
６5歳～７4歳� （人） 2,376 1,374 2,913 6,663
７5歳以上� （人） 2,727 1,666 3,109 7,502

（３）高齢化率� （％） 35.3 31.8 30.9 32.6
（４）認定者数� （人） 847 456 929 2,232
（５）出現率� （％） 16.6 15.0 15.4 15.8

３　地域資源
（１）医療機関� （か所）
病院・医科診療所　　 27 15 22 64
歯科診療所　　　　　 27 11 23 61

（２）活動場所や通いの場� （か所）
通いの場（登録高齢者サロン含む） 26 4 7 37
認知症カフェ 2 1 1 4
市老連加入老人クラブ 2 2 5 9

（３）見守り・安心� （件）
高齢者あんしんサポート店 24 7 11 42
高齢者あんしん見守りネットワーク協力事業所 9 2 3 14

【人口の推移と構成】 【要支援・要介護認定者数の推移と構成】

※各年度末現在
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４　高齢者の健康状況等

５　地域の特性と課題

（１）地域の特性
　市内でも介護認定率は高い地域ですが、低介護度の認定者が多いのが特徴です。骨折・転倒による
介護認定が他の地域よりも高くなっているとともに、健康状態について、認知機能の低下が沼津市全
体よりも高くなっています。

（２）地域の課題
　地域全体での転倒予防の取組による重度化防止に加えて、認知症予防のための取組も必要です。市
民活動が盛んなため、高齢期の食育や高齢者が継続できる運動の紹介など、介護予防の情報発信をす
るとともに、第四・第五地区においては、通いの場の偏在に対して対策を講ずる必要があります。
　また、旧住民とマンション居住者が混在する地域であり、今後、住民や管理会社の協力を含めた幅
広い支援の検討が求められます。

【①各種機能】 【②介護認定原因疾患＜上位５位＞】

【③生活習慣病リスク保有状況】

血糖
（HbA １c
6.5％以上）

メタボ予備群

メタボ該当者

Ⅱ度高血圧以上

中性脂肪
150mg/dl 以上

HDL-
コレステロール
40mg/dl 未満

【④認知症高齢者数の推移】

①・②：令和元年高齢者の生活と意識に関する調査による
③：令和元年特定健康診査等の結果による　④：各年度末現在（住所地特例該当者等を除く）
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【南部】
１　地域包括支援センターの名称 かぬき かぬき（第三支所） 三浦・戸田 計
２　人口の状況（令和 ２年 ３月末）

（１）総人口� （人） 14,073 10,413 11,518 36,004
（２）高齢者人口� （人） 4,659 3,455 5,100 13,214
６5歳～７4歳� （人） 2,143 1,634 2,267 6,044
７5歳以上� （人） 2,516 1,821 2,833 7,170

（３）高齢化率� （％） 33.1 33.2 44.3 36.7
（４）認定者数� （人） 743 531 828 2,102
（５）出現率� （％） 15.9 15.4 16.2 15.9

３　地域資源
（１）医療機関� （か所）
病院・医科診療所　　 7 7 7 21
歯科診療所　　　　　 6 5 5 16

（２）活動場所や通いの場� （か所）
通いの場（登録高齢者サロン含む） 17 5 7 29
認知症カフェ 2 0 1 3
市老連加入老人クラブ 12 12 14 38

（３）見守り・安心� （件）
高齢者あんしんサポート店 5 4 10 19
高齢者あんしん見守りネットワーク協力事業所 0 0 0 0

【人口の推移と構成】【人口の推移と構成】

※各年度末現在

【要支援・要介護認定者数の推移と構成】
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４　高齢者の健康状況等

５　地域の特性と課題

（１）地域の特性
　市内でも高齢者人口と高齢化率、介護認定率が最も高い地域であり、運動機能の低下、転倒リスク、
認知機能の低下が見られます。一方で、介護認定の原因は、高齢による衰弱や脳卒中が他の地域より
高い傾向にあります。地域全体を通して高齢者の交流の機会が多くなっており、地域と市が協働して
高齢者福祉に取り組みやすい環境があるとともに、地域住民による支え合いの活動も活発な地域です。

（２）地域の課題
　農業や漁業など第一次産業に従事する高齢者が多く、体を動かす機会に恵まれている反面、若い世
代や店舗などの資源が減少しているため、支援体制の構築には、地域と連携していくことが重要です。
　また、高齢期の食育や運動の紹介等の見守りを兼ねた介護予防の場を地域の人達とともに盛んにし
ていくことが必要です。

【①各種機能】 【②介護認定原因疾患＜上位５位＞】

【③生活習慣病リスク保有状況】

血糖
（HbA １c
6.5％以上）

メタボ予備群

メタボ該当者

Ⅱ度高血圧以上

中性脂肪
150mg/dl 以上

HDL-
コレステロール
40mg/dl 未満

【④認知症高齢者数の推移】

①・②：令和元年高齢者の生活と意識に関する調査による
③：令和元年特定健康診査等の結果による　④：各年度末現在（住所地特例該当者等を除く）
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　第５次総合計画（令和３年度から令和12年度）では、将来の都市像として『人・まち・自
然が調和し、躍動するまち～誇り高い沼津を目指して～』を掲げ、まちづくりの基本理念とし
て「動き出す　創り出す」、「誇りとつながり」、「心も体も元気で健康」の３つの理念を定めて
います。
　第９次計画では、第５次総合計画や国・県の方針を踏まえ、第８次計画の基本理念である【住
み慣れた地域で、ともに支え合いながら、高齢者が自分らしく、安心して暮らせるまち】を継
承し、高齢者がいつまでも生きがいや役割をもって、地域社会とのつながりを大切にしながら、
元気に自分らしく暮らせるまちづくりを目指します。

1 計画の基本理念

　基本理念の実現に向けて、６つの基本施策と、施策の方針やその具体的な取組及び目標値に
ついて設定します。

2 計画の基本施策

基本施策１　生きがいと健康づくりの推進
　高齢になるにつれ、健康や社会活動、文化的経験の機会等が失われがちですが、生涯を通じ
て元気で充実した生活を送ることができるよう、趣味の活動や学習機会の提供・就労支援等を
通じた高齢者の生きがいづくりや社会参加の推進を図ります。
　また、スポーツを活用した健康づくりの推進に取り組むほか、疾病の早期発見・早期治療の
ため、健康診査や各種がん検診を実施し、高齢者の健康維持に取り組みます。

基本施策２　安心して暮らせるまちづくり
　高齢者やその家族が、介護等により生活のあり方が変化しても、できる限り自宅や住み慣れ
た地域で安心して暮らし続けられるよう、在宅生活を営む上で必要な福祉サービスなどの支援
を行います。
　また、高齢者が多様な生活課題を抱えたままでも地域生活を安全に営めるまちづくりが求め
られていることから、高齢者の実情に合わせた住環境の整備や交通手段の確保、交通・防犯対
策等を講じるほか、高齢者が自分らしく尊厳を持って生活していくための支援を行います。
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基本施策３　地域における支援体制の整備
　保健・医療・福祉の関係者をはじめ、地域の各種団体や住民が連携し、サービスを一体的に
提供していく地域づくり・人づくりを実現するため、地域包括支援センターや地域ケア会議を
通じた支援ネットワークの構築や地域課題の発見と地域資源の活用、地域活動の担い手となる
人材の確保・育成や新たなサービスの創出など、地域包括ケアシステムの深化に取り組むとと
もに、将来的に地域共生社会に発展していくため、地域住民や多様な主体と市が協働して、様々
な地域生活における課題を受け止める相談支援体制を整備します。

基本施策４　自立支援と介護予防及び重度化防止
　高齢者がいつまでも元気に生活し、できる限り要支援・要介護状態にならないよう、また、
介護が必要となった場合でもその状態が重度化しないよう、フレイル予防をはじめ、各種講座
を実施するほか、通いの場等の充実を図ります。
　また、多職種・多機関による連携と、様々な状況に合わせて切れ目なくリハビリテーション
を提供する体制を整備し、地域における介護予防の取組の強化を進めます。

基本施策５　在宅医療と介護連携の推進
　慢性疾患等により医療と介護の両方を必要とする高齢者の増加が見込まれることから、住み
慣れた地域で日常生活を継続できるよう、地域における医療・介護の関係機関と連携し、包括
的かつ継続的な在宅医療・介護を提供するための体制を構築します。

基本施策６　認知症施策の推進
　認知症に対する正しい理解の促進を図るため、認知症に関する知識の普及・啓発を図ります。
　また、地域の関係機関との連携を強化し、認知症の早期発見・早期対応に努めるとともに、
認知症になっても、できる限り住み慣れた地域において本人の意思が尊重された環境で暮らし
続けることができるよう、認知症の人やその家族のニーズに合わせ、切れ目のないサービスの
適正な提供に努めます。
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3 施策の体系図

１ 生きがいと健康づくりの推進

住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
と
も
に
支
え
合
い
な
が
ら
、

高
齢
者
が
自
分
ら
し
く
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

２ 安心して暮らせるまちづくり

３ 地域における支援体制の整備

４ 自立支援と介護予防及び重度化防止

５ 在宅医療と介護連携の推進

６ 認知症施策の推進

基　本　施　策基本理念 施　策　の　方　向

（ １ ） 生きがいづくりと社会参加の推進

（ ２ ） 生活支援体制の整備

（ １ ） 介護予防・生活支援サービス事業

（ ４ ） 担い手となる人材の確保と育成

（ ４ ） 地域リハビリテーション提供体制の構築

（ ２ ） 健康づくりの推進

（ １ ） 在宅福祉サービスの充実

（ ２ ） 住まいの確保と生活環境の整備

（ １ ） 地域包括支援センターの機能強化

（ ３ ） 一般介護予防事業

（ ２ ） 在宅医療と介護の連携体制の推進

（ １ ） 認知症への理解を深めるための普及啓発

（ ２ ） 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

（ ３ ） 安全・安心対策の推進

（ ４ ） 尊厳のある暮らしの確保

（ ３ ） 見守り体制の推進

（ ２ ） 保健事業と介護予防の一体的な実施

（ １ ） 資源の把握と課題の抽出
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主　な　施　策
①各種生きがいづくり教室等の実施　②老人クラブへの支援　③生涯学習の推進　④敬老行事の開催
⑤千本プラザの運営　⑥就労への支援

①高齢者世帯等への支援　②重度要介護者通院支援事業　③家族介護用品の支給　④家族介護教室の開催
⑤介護マークの普及・促進　⑥家族介護慰労事業　⑦沼津市特別給付　⑧低所得者の負担軽減　⑨その他の利用負担軽減

①各種スポーツ教室の開催　②健康診査の実施　③各種がん検診の実施　④予防接種の実施
⑤歯の健康づくりへの取組　⑥感染症予防対策

①高齢者等に対する賃貸住宅の確保　②高齢者向け住宅設置者に対する支援　③家具転倒防止事業の実施
④ユニバーサルデザインによるまちづくり　⑤高齢者の移動手段の確保

①基幹型地域包括支援センター及び地域包括支援センターの運営　②地域ケア会議の実施
③地域包括支援センター運営協議会の開催

①高齢者あんしんサポート店の拡充　②高齢者あんしん見守りネットワーク協力事業所の拡充
③見守り活動の連携の促進　④徘徊高齢者探索サービスの提供　⑤認知症高齢者見守りシールの普及

①フレイルチェック・予防　②運動器の機能向上　③口腔機能の向上・栄養改善　④認知症の予防
⑤各地域における講座等の開催　⑥通いの場の構築支援　⑦介護ボランティアの育成

①切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進　②在宅医療・介護連携に関する相談支援
③医療・介護関係者の研修　④地域住民への普及啓発

①認知症地域支援推進員の配置　②認知症疾患医療センター等医療機関との連携の推進
③認知症初期集中支援チームの配置　④認知症初期集中支援チーム検討委員会の開催
⑤医療従事者・介護従事者等の認知症対応力向上の促進　⑥認知症の人の介護者の負担軽減の推進

①犯罪被害の防止　②交通安全の推進　③災害時の支援と感染症流行時の支援

①生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置　②在宅生活応援サービス提供者の拡充

①訪問型サービス　②通所型サービス　③多様な主体によるサービスの提供体制の構築

①各種保健事業と介護保険事業によるデータの連携・分析

①地域の医療・介護の資源の把握　②在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討

①認知症サポーターの養成とチームオレンジの設置　②相談先の周知　③認知症当事者からの発信支援
④若年性認知症の人への支援

①地域リハビリテーション活動支援事業の実施　②専門職への意識啓発及び連携強化　③リハビリテーション指標

①消費生活相談の実施・消費者被害への対応　②成年後見制度の活用　③高齢者虐待への対応
④養護老人ホームへの入所措置
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　高齢者が、いきいきと自分らしく暮らしていくためには、心身の健康を維持していくことが
重要です。スポーツ活動による健康づくりや、健康診査等による自分の健康状態の把握、趣味・
学習や社会貢献活動、老人クラブの活動、就労等様々な活動を通しての生きがいづくりを支援
します。

基本施策１　生きがいと健康づくりの推進　　　　　　　　　　　

（ １）生きがいづくりと社会参加の推進
　高齢者のライフスタイルは様々であり、一人ひとりの高齢者のニーズに合わせた趣味の活動
や学習機会の提供、就労支援を通じて、生きがいづくりと社会参加の推進を図ります。

① 各種生きがいづくり教室等の実施� ＜長寿福祉課＞
　高齢者の興味や関心が高い事柄などのニーズを把握しながら、健康に社会活動ができるよう、
高齢者の生きがいづくりを推進するため各種教室等を実施します。

② 老人クラブへの支援� ＜長寿福祉課＞
　高齢者による自主的な社会奉仕活動、スポーツ・趣味の活動を実施し、地域福祉の向上に寄
与している沼津市老人クラブ連合会（すこやか沼津）及び連合会加入老人クラブの活動を支援
します。
　また、地域の老人クラブ等が設置する「老人つどいの家」の整備に対する支援を行います。

③ 生涯学習の推進� ＜生涯学習課＞
　65歳以上の高齢者を対象に、高齢者学級を開設し、高齢者の生き方、健康と食事、体操、
歴史など幅広いテーマで毎月１回の講座等を実施します。

④ 敬老行事の開催� ＜長寿福祉課＞
　高齢者を敬愛し、長寿を祝うために、敬老の日に合わせて敬老行事を開催するとともに、節
目の年齢の高齢者に祝金及び祝品を贈呈します。
　なお、社会情勢の変化や敬老対象者の増加を踏まえ、今後、敬老行事の見直しを検討します。
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⑤ 千本プラザの運営� ＜長寿福祉課＞
　千本プラザを指定管理制度にて運営し、季節ごとの各種イベント、趣味の教室、世代交流事
業、展示事業を実施します。

⑥ 就労への支援� ＜長寿福祉課＞
　高齢者就業センターにおいて、就業に必要な情報収集及び提供を行うとともに、就業・社会
参加等に係る講座や講習会を実施します。
　また、沼津市シルバー人材センターの事業運営を支援します。

（ ２）健康づくりの推進
　高齢者が気軽に健康や体力づくりに取り組めるよう、スポーツを活用した健康づくりを推進
するほか、健康診断や予防接種の実施、感染症の予防にも取り組みます。
　また、近年高齢期の課題となっているオーラルフレイルの予防を推進します。

① 各種スポーツ教室の開催� ＜ウィズスポーツ課＞
　スポーツに親しむ機会を提供し、市民一人ひとりの健康増進や体力向上を図るため、市民体
育館などの社会体育施設だけでなく身近な施設である地区センターを利用して、体力づくり教
室等を開催します。

② 健康診査の実施� ＜健康づくり課＞
　高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、年に１度、健康診査を実施します。また、40
歳以上の国民健康保険加入者に対しては特定健康診査を実施し、メタボリックシンドロームの
リスクレベルに応じた特定保健指導を実施します。

③ 各種がん検診の実施� ＜健康づくり課＞
　健康増進法に基づき、早期発見・早期治療のため、年に１度、がん等の検診を実施します。

対　象　者 検 診 の 種 類

35歳以上の人 胃がん検診

40歳以上の人 肝炎ウイルス検診、肺がん検診、大腸がん検診

20歳以上の女性 子宮頸がん検診

40歳以上の女性 乳がん検診

50歳以上の男性 前立腺がん検診
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④ 予防接種の実施� ＜健康づくり課＞
　予防接種法により、65歳以上または60歳以上65歳未満の特定の疾患により日常生活に障害
を有する人に対するインフルエンザ予防接種を実施するほか、高齢者肺炎球菌予防接種の費用
の一部を助成します。

⑤ 歯の健康づくりへの取組� ＜健康づくり課＞
　出前講座等の機会を活用し、かかりつけ歯科医の定着や口腔機能の維持・向上について普及
啓発することで、オーラルフレイルの予防に取り組みます。

⑥ 感染症予防対策� ＜健康づくり課＞
　感染症対策を的確かつ迅速に実施するため、関係法令や「沼津市新型インフルエンザ等対策
行動計画」に基づき、情報収集や情報提供に努めます。
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　介護サービスを受けながら在宅で暮らしている高齢者やその家族が、できる限り住み慣れた
地域で安心して暮らし続けられるよう様々な在宅福祉サービスの提供を行います。
　また、高齢者の状況に合わせた住まいを確保するため、高齢者向け住宅の整備を支援するた
めの各種制度やサービスの周知・啓発を行い、利用促進を図るとともに、適切な支援の提供を
目指して事業所の指導や県との連携強化を図ります。

基本施策２　安心して暮らせるまちづくり　　　　　　　　　　　

（ １）在宅福祉サービスの充実
　高齢者世帯を対象とした各種支援を行うとともに、沼津市独自のサービスとして配食、訪問
介護、住宅改修等のサービスを提供するほか、生計困難や災害による財産への著しい損害、介
護サービスの利用料が高額になった場合などには、利用者による負担を減免します。
　また、家族介護者の周囲の人による理解のため、介護マークの普及と促進に努めます。

① 高齢者世帯等への支援� ＜介護保険課・クリーンセンター収集課＞

② 重度要介護者通院支援事業� ＜介護保険課＞
　要介護４または５で、ストレッチャー対応により大型車での移動を要する人を対象に、通院
時の居宅と医療機関の送迎を支援します。

事　　　業 内　　　容 担　当　課

緊急通報装置設置事業
緊急時に通報が困難な高齢者が民間の
緊急通報システムを導入した場合の費
用の一部を助成します。

介護保険課

配食サービス
調理困難な高齢者世帯等を対象とし
た、見守りを含めた配食サービスを提
供します。

介護保険課

日常生活用具の給付
一人暮らし高齢者等を対象に、電磁調
理器及び防災警報器の購入費用の一部
を助成します。

介護保険課

高齢者世帯の粗大ごみ収集 70歳以上の高齢者のみの世帯を対象
に、粗大ごみの収集を実施します。 クリーンセンター収集課

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

利用回数 回 79.5 95 100 105 110
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③ 家族介護用品の支給� ＜介護保険課＞
　要介護２以上の高齢者を在宅で介護している家族を対象に、紙おむつ等の介護用品を支給し
ます。

④ 家族介護教室の開催� ＜長寿福祉課＞
　介護サービスを受けながら在宅で暮らす高齢者等を支える家族のために、地域包括支援セン
ターが中心となり家族介護教室を開催します。（地域包括支援センターへ委託）

⑤ 介護マークの普及・促進� ＜介護保険課、長寿福祉課、障害福祉課＞
　介護している人が、周囲の人に介護中であることを知ってもらうために、県が作成した介護
マークを配布するとともにその活用促進を実施します。

⑥ 家族介護慰労事業� ＜介護保険課＞
　要介護３以上の高齢者を在宅で介護保険サービスを利用せずに介護している同居の家族を対
象に、慰労金を支給します。

介護マーク

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

利用者数 人 896 950 1,000 1,050 1,100

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

家族介護教室開催 人 553 250 300 350 400

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

介護マーク配布数 枚 29 20 20 20 20
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⑦ 沼津市特別給付� ＜介護保険課＞

⑧ 低所得者の負担軽減� ＜介護保険課＞
　生計困難な低所得者を対象に、次の制度を実施します。

　沼津市独自の介護保険サービスとして次の事業を実施します。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

配食サービス事業 食 108,015 125,000 135,000 140,000 145,000

訪問介護サービス事業
（見守り、外出支援） 件 ０ ５ ５ ５ ５

住宅改修の上乗せ事業 件 256 260 270 275 280

事　　　業 内　　　容

社会福祉法人等による利用者負担軽減
低所得で生計困難な利用者に対し、社会福祉法人が対象
となるサービスの利用者負担を軽減した場合、当該社会
福祉法人に市が助成します。

居住費・食費の負担軽減

介護保険施設及び短期入所（ショートステイ）における
居住費と食費について、低所得の利用者に対し、所得に
応じた負担限度額までを利用者負担とし、基準費用額と
の差額を支給します。

介護保険料の減免
低所得で保険料を納めることが困難な場合、保険料の一
部を軽減します。
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（ ２）住まいの確保と生活環境の整備
　高齢者の状況に応じることのできる多様な高齢者向けの住まいを確保し、高齢者にとって安
全な住環境の整備を支援します。

⑨ その他の利用負担軽減� ＜介護保険課＞
　一定の要件に該当する場合は、次の制度を実施します。

① 高齢者等に対する賃貸住宅の確保� ＜まちづくり政策課・長寿福祉課＞
　高齢者向け住宅への入居を希望する高齢者に対し情報提供を行うとともに、全市的な需給状
況に注視しつつ適切な供給に努めます。
　また、高齢者を含む住宅確保要配慮者の住まいの確保に向け、空き家や空きアパートなどを
セーフティネット住宅として活用することを検討します。
　なお、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅については、県と整備状況について情
報共有を図りながら、適切な助言・指導を行います。

事　　　業 内　　　容

高額介護サービス費の支給

同じ月に利用した在宅・施設サービスの利用者負担の合
計額（同一世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合
計額）が高額になり、一定額を超えた場合は、その差額
を支給します。

高額医療合算介護サービス費の支給
同じ医療保険上の世帯内で、医療と介護の両方を合わせ
た自己負担額と、決められた限度額との差額が一定額を
超えた場合は、その差額を支給します。

災害等による保険料や利用者負担額の減免

利用者やその世帯の生計維持者が水害・火災等により財
産に著しい損害を受けたことや、生計維持者の死亡・入
院等で収入が著しく減少したことによって、一時的に保
険料や利用者負担額を支払うことが難しいとき等、一定
の要件に該当する場合は、保険料や利用者負担額を減免
します。
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② 高齢者向け住宅設置者に対する支援� ＜住宅営繕課・市街地整備課＞

③ 家具転倒防止事業の実施� ＜危機管理課＞
　65歳以上の人のみ並びに65歳以上及び18歳未満の人のみで構成された世帯、障害のある人、
要介護または要支援の認定を受けた人がいる世帯を対象に、転倒のおそれのある家具４点まで
の取り付け作業を支援します。

④ ユニバーサルデザインによるまちづくり� ＜政策企画課・障害福祉課・長寿福祉課＞
　「沼津市ユニバーサルデザイン推進のための基本方針」に基づき、性別や年齢、身体等の違
いにかかわらず、様々な人が暮らしやすいまちづくりを目指します。
　また、交通事業者各社に対し「交通事業者向け接遇ガイドライン」を周知し、ガイドライン
に沿った接遇マニュアルの作成や改定を促進することで、高齢者や障害のある人等に対する統
一された一定水準の接遇を確保し移動の円滑化の推進を図ります。

〈有料老人ホームの整備状況〉

〈サービス付き高齢者向け住宅の整備状況〉

　高齢者向け優良賃貸住宅の家賃を減額する認定事業者に対し、その費用の一部を補助します。
　また、高齢者等に対応する住宅の設置を行う事業者等に対しての支援策について、検討を進
めていきます。

事業所数 定　員 人　口 高齢者人口 定員/人口 定員/高齢者人口

国 14,454 549,759 127,138,033 35,486,813 0.4％ 1.5％

静岡県 279 13,474 3,708,556 1,087,483 0.4％ 1.2％

沼津市 26 1,319 194,869 60,739 0.7％ 2.2％

静岡県、沼津市の事業所数、定員は静岡県HP公開資料（令和２年度４月１日）
国の事業所数、定員は社会福祉施設等調査（平成30年度）

人口は総務省住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和２年１月１日現在）

棟　数 戸　数 人　口 高齢者人口 定員/人口 定員/高齢者人口

国 7,680 258,321 127,138,033 35,486,813 0.2％ 0.7％

静岡県 157 5,312 3,708,556 1,087,483 0.1％ 0.5％

沼津市 10 303 194,869 60,739 0.2％ 0.5％

棟数、戸数は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（令和２年度８月31日現在）
人口は総務省住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和２年１月１日現在）
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（ 3）安全・安心対策の推進
　高齢者が地域で安心して暮らせるように、防犯対策や交通対策を進めるとともに、災害時等
の対応を円滑に進めるための取組を行います。

⑤ 高齢者の移動手段の確保� ＜まちづくり政策課・長寿福祉課＞
　生活バス路線の自主運行や循環バスの運行補助を行うことで、公共交通網を維持・確保する
とともに、バス待ち環境の改善やバリアフリー車両の導入を推進し、利用しやすい環境づくり
に努めます。
　また、生活するために必要な通院や買い物が困難な高齢者のための支援として、生活支援コー
ディネーターを中心に多様な主体による移動手段の確保について検討を進めます。

① 犯罪被害の防止� ＜生活安心課＞
　オレオレ詐欺等の特殊詐欺や悪質な勧誘等、電話を介した詐欺被害が多発しており、「迷惑
電話等防止装置」の利用をはじめとした取組により、被害の未然防止を図ります。
　また、各地域コミュニティ組織が行う防犯パトロールなど、地域ぐるみの防犯活動や防犯灯
などの防犯設備の設置を支援します。

② 交通安全の推進� ＜生活安心課・長寿福祉課＞
　自発光式反射材の普及促進などの交通安全対策を実施するほか、高齢運転者による事故防止
を図るため、有効期間内の運転免許証を自主返納した65歳以上の市民に、市内協力事業者で
利用できるバス・タクシー利用券を交付します。
　また、沼津警察署免許返納窓口と地域包括支援センターが連携し、高齢者の総合相談におい
て、免許返納が必要な方に対し、円滑な支援を行うよう努めます。

③ 災害時の支援と感染症流行時の支援� ＜社会福祉課・危機管理課・健康づくり課・長寿福祉課＞
　「災害時要援護者避難支援計画」に基づき、避難行動要支援者名簿の作成や要援護者の支援
体制の整備、避難所、福祉避難所等との連携についての取組を進めます。
　また、感染症が発生した際には、「沼津市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、
各段階に応じた対応を実施します。
　そのほか、介護事業所等に対して、風水害等に備えるため、避難確保計画の策定や訓練の実
施を指導するとともに、地域包括支援センター等が地域と協働し、防災や感染症予防について
周知・啓発を行います。また、災害や感染症発生時には、地域と連携し、必要な物資等の支援・
応援体制を構築します。
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（ ４）尊厳のある暮らしの確保
　高齢者の人権が守られ安心して暮らせるよう、権利擁護等に関する啓発や各種制度・サービ
スの利用を促進するとともに、適切な支援が提供されるよう関係機関との連携を強化し、迅速
な支援・保護に努めます。

① 消費生活相談の実施・消費者被害への対応� ＜生活安心課・長寿福祉課＞
　消費生活に関する正確な知識や的確な判断力を身に付けられるよう、出前講座による消費者
教育や各種イベントでの啓発活動を実施します。
　また、地域包括支援センターが消費生活センターと連携し、消費被害の早期発見・早期対応
に努めます。

② 成年後見制度の活用� ＜社会福祉課・長寿福祉課＞
　成年後見制度の利用促進を図るため、成年後見支援センターを設置し、制度について市民に
周知を図るとともに、市民後見人の養成や活動支援を行います。
　また、成年後見制度の利用に係る相談を地域包括支援センターで受付け、制度説明や利用支
援を行い、制度の活用を進めます。
　成年後見制度の利用が必要であるが、申立人がいない場合や経済的困窮で利用できない人に
は、成年後見制度利用支援事業実施要綱に基づき市長申立てや報酬助成等の支援を行います。

③ 高齢者虐待への対応� ＜長寿福祉課＞
　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づき、地域包括支援セ
ンターの協力のもと虐待を受けた高齢者を迅速かつ適切に保護するとともに、養護者に対する
支援を行います。
　また、沼津市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会において、関係機関との情報共有、連
携強化を図り、高齢者の虐待防止、早期発見及び適切な支援体制の整備を行います。

④ 養護老人ホームへの入所措置� ＜長寿福祉課＞
　老人福祉法第11条により、65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居
宅において養護を受けることが困難な者を養護老人ホームに入所措置します。
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　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、地域包括ケアの実現が必要です。このた
め、地域包括ケアの中核となる地域包括支援センターを機能強化するとともに、地域の多様な
主体が連携できる体制（地域包括ケアシステム）づくりを推進します。また、認知症高齢者等
が地域の中で安心して生活を送れるよう、見守りや行方不明時の支援を強化します。

基本施策３　地域における支援体制の整備　　　　　　　　

（ １）地域包括支援センターの機能強化
　地域包括支援センターは、行政機能の一部として地域の最前線に立ち、地域包括ケアシステ
ムにおける中核的な機関として期待されています。高齢者相談の増加や複雑化に対し、基幹型
地域包括支援センターによる人材育成や後方支援、行政等との連携強化などを進め、地域包括
支援センター業務の機能を強化します。

① 基幹型地域包括支援センター及び地域包括支援センターの運営�＜長寿福祉課＞
　市役所内に市域全体を担当する基幹型地域包括支援センターを設置し、10（令和３～４年
度は11）の地域包括支援センターの活動全体の調整や職員の人材育成、処遇困難事例への後
方支援を通じ、その機能を十分に発揮できる体制を構築します。

　高齢者自ら介護予防が図れるよう、啓発や環境を整えるとともに、本人の興味、関心に基づ
いて地域の活動に参加できる体制を構築します。
　また、要支援認定者等の多様な生活ニーズに対応することを目的とし、その状態や置かれて
いる環境に応じて本人が自立した生活を送れるよう必要な支援を行います。

【強化ポイント】
　自立に向けた適切なマネジメントが計画できるよう、地域ケア個別会議や介護予防ケアマネ
ジメント研修を開催して支援します。

　ア．介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）

　地域の高齢者が抱えている様々な悩みや不安をワンストップで受け止め、高齢者の生活状況
の実態を把握します。
　また、生活の支障となる問題の解決に向けて、必要となるネットワークを構築し、地域にお
ける適切な医療、介護、福祉等のサービスにつなげる支援を行います。

【強化ポイント】
　総合相談職員に向けたアセスメント研修を開催します。また、地域包括支援センターに寄せ
られる相談の集計が見えるツールを作成し、地域包括支援センターごとに対象者や相談の種類
等の傾向を分析できるよう、地域課題の特定につなげる支援を行います。

　イ．総合相談支援
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　高齢者虐待、消費者被害等の権利侵害に対し、行政との協力体制のもと関係機関とネットワー
クを構築し、早期解決や防止に向けた体制を整えます。
　また、成年後見制度利用の啓発を行い、判断力が低下した高齢者やその家族が安心して生活
していけるよう支援します。

【強化ポイント】
　虐待対応や成年後見制度について、法律家による研修や事例検討会を開催し、対応力の向上
を図ります。
　また、虐待対応や成年後見制度市長申立について、組織対応フローを整備して役割分担を行
い、対応を円滑化します。

　ウ．権利擁護

　介護支援専門員をはじめとした高齢者の支援に携わる医療福祉の専門職に対し、充実した支
援体制づくりのための指導、助言及び連絡調整を行います。
　また、総合相談の分析結果や地域ケア会議を活用し、地域課題の把握と解決に向けた取組に
加え、地域の様々な団体や機関とのネットワークづくりを進めます。

【強化ポイント】
　高齢者の自立支援に資するための地域包括支援センターによる地域ケア会議の開催状況や内
容の把握、助言者の紹介等を行い、地域資源を介護支援専門員がケアマネジメントに活用でき
る環境の整備を進めます。
　また、困難事例については、会議に同席し助言するなどの支援を行います。

　エ．包括的・継続的ケアマネジメント

総合相談件数実績

指　　標 単　　位
実　　　績 見　　込

平成3０年度 令和元年度 令和 ２年度

沼津市件数 件 4,505 4,571 4,559

　うち、基幹型件数 件 640 527 546

権利擁護相談件数実績

指　　標 単　　位
実　　　績 見　　込

平成3０年度 令和元年度 令和 ２年度

沼津市件数 件 157 150 200

　うち、基幹型件数 件 69 71 74
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　認知症サポート医との連携のもと認知症の早期発見、早期診断に重点を置いた「認知症初期
集中支援チーム」の活動を展開します。
　また、認知症の方やその家族、地域住民からの認知症に関する相談業務等を行う「認知症地
域支援推進員」を配置し、地域資源の連携体制の構築と認知症ケアの向上を図るとともに、認
知症サポーターやキャラバン・メイトに加え、新たに「チームオレンジコーディネーター」を
設置し、認知症の方やその家族のニーズに合った支援に繋げる「チームオレンジ」の活動を推
進します。

【強化ポイント】
　医師会や認知症サポート医との調整や認知症サポーター等の資質向上に資する研修を開催し
ます。
　また、認知症地域支援推進員やチームオレンジが地域の認知症支援の推進役として活躍でき
るよう、認知症サポーターを集めたオレンジ集会を開催します。

　オ．認知症総合支援

　介護サービスに限らず、地域の医療、介護、福祉サービスやボランティア活動、インフォー
マルサービスなどの様々な社会資源が有機的に連携できる環境整備を行います。

【強化ポイント】
　医療、障害、警察、救急、司法や行政など様々な団体とネットワークを構築し、地域包括支
援センターの活動が円滑に進むよう支援します。

　カ．多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築

　地域包括支援センターが適切に業務を遂行するため、人員確保の協力や職員の教育研修を行
います。
　また、業務評価の結果に基づく地域包括支援センターの業務改善や変更を行い、地域住民に
寄り添った支援を行えるよう指導します。

【強化ポイント】
　運営会議を毎月開催し、地域包括支援センターとの情報共有や意見交換を行います。
　また、ヒアリングを年１回実施し、地域包括支援センターの活動を評価し、取組内容から次
年度に向けた助言を行います。事業計画書やその他の会議計画書などは、ＰＤＣＡサイクルを
意識して作成し、地域包括支援センターの業務が効率よくかつ堅実に進められるよう支援しま
す。

　キ．地域包括支援センターの健全運営
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② 地域ケア会議の実施� ＜長寿福祉課＞
　支援が必要な高齢者等に適切な支援を行うため、多様な関係者による検討を行うとともに、
個別ケースの検討によって共有された地域課題を活用し、生活支援コーディネーターと共に地
域づくりや政策形成に結び付けます。

〈沼津市における地域ケア会議の体系〉

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

地域ケア個別会議 回 75 60 85 92 99

地域ケア圏域会議 回 26 33 40 46 53

地域ケア推進会議 回 １ ２ 2 3 3

地域づくり・
資源開発機能

地域課題
発見機能

ネットワーク
構築機能

集約

第２層協議体
（生活体制整備事業）

個別課題
解決機能

政策形成
機能

地域ケア個別会議（各包括）
　多職種が協働し、個別ケー
スの検討及び支援を行うこと
により、自立支援に資するケ
アマネジメントの実践職の向
上、ネットワークの構築や個
別課題の解決を図るとともに
高齢者支援に係る課題の抽出
を目的に行う。

地域ケア圏域会議
　地域関係者の相互連携を高
め地域包括支援ネットワーク
の構築を図るとともに、地域
ケア個別会議等を通じて把握
された地域課題を地域の関係
者で共有し、必要なサービス
資源、住民活動等の開発に向
けた検討を行う。

地域ケア推進会議
　地域ケア個別会議及び地域
ケア圏域会議で把握された課
題の総合調整を行うととも
に、生活支援・介護予防の情
報共有、資源開発をはじめと
した事業の検討等を行うもの
とする。

集約

第１層協議体
（生活体制整備事業）

連
携

連
携
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③ 地域包括支援センター運営協議会の開催� ＜長寿福祉課＞
　地域包括支援センターの公正かつ中立性の確保及び適正な運営を確保するため、地域包括支
援センター運営協議会を設置し協議します。
　地域包括支援センター運営協議会は、医師をはじめとする医療関係者、介護サービス事業者、
家族介護者、自治会、民生委員、有識者等で構成され、地域包括支援センターの設置や変更に
関する事項、包括的支援事業の実施に関する事項等について協議します。

ア．個別課題の解決
　個別ケースの検討を多職種で行うことにより、住民の課題解決を支援するとともに、介
護支援専門員等の実践上の課題解決能力の向上と自立支援に資するケアマネジメント支援
の質を高める。

イ．地域包括支援ネットワークの構築
　個別ケースの検討を通じて、住民や地域の課題を解決するために必要な関係機関等の役
割を明らかにするとともに、地域の関係機関等の相互の連携を高め、地域包括支援ネット
ワークを構築する。

地域ケア会議の機能

ウ．地域課題の発見
　個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、同様の課題を抱えた要援護者やその
恐れのある住民を見つけるとともに、地域の現状等を総合的に判断して、解決すべき地域
の課題を明らかにする。

エ．地域づくり資源の開発
　地域ごとに存在する課題に対し、関係者等に地域の実情や特性に合わせたインフォーマ
ルサービスや地域の見守りネットワークなど、地域で必要な資源を開発する。

オ．政策の形成
　地域課題の解決に向けて、優先順位や利用可能な地域資源等を検討して解決のための政
策を立案・提言する。
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（ ２）生活支援体制の整備
　地域における支え合いや多様な主体による生活支援サービスの有機的な連携を促進し、高齢
者の自立を支援する体制づくりを推進します。

① 生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置� ＜長寿福祉課＞
　地域において生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築や支え合いの地域づくりに向け
たコーディネート機能を果たすため、市内全域（第１層）及び日常生活圏域（第２層）ごとに

「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」を配置します。
　また、コーディネーターを中心に課題解決に向けた話し合いの場として、第１層、第２層そ
れぞれに協議体を設置します。第１層協議体は市全体の課題解決のため、第２層はより地域に
即した課題解決のために設置し、コーディネーターが多様な主体間の情報共有及び連携・協働
による資源開発等を推進します。

② 在宅生活応援サービス提供者の拡充� ＜長寿福祉課＞
　高齢者に対するやさしい取組や高齢者の生活の支えとなる取組（配食、宅配、清掃等）の提
供者を「在宅生活応援サービス提供者」として登録します。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

新規登録数 件 ３ ４ ４ ５ ５

登録累計数 件 ３ ７ 11 16 21
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（ 3）見守り体制の推進
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域における見守りを促進しま
す。

③ 見守り活動の連携の促進� ＜長寿福祉課＞
　認知症に限定されず、自発的な声かけなどによる見守りや災害時の安否確認等の地域活動に
対して、関係機関（地域包括支援センター、消費生活センター、社会福祉協議会等）との連携
の促進や情報共有の実施を図ります。

④ 徘徊高齢者探索サービスの提供� ＜長寿福祉課＞
　徘徊行動により行方不明となった高齢者の捜索を容易にするため、位置探索サービスにかか
る費用の一部を助成します。

① 高齢者あんしんサポート店の拡充� ＜長寿福祉課＞
　高齢者や認知症の人に対して、やさしい店づくりや身の回りのちょっとしたサービスを積極
的に行っている事業所や商店等を「高齢者あんしんサポート店」として登録します。

高齢者あんしんサポート店
認定店舗ステッカー

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

累計登録数 件 99 102 105 108 111

② 高齢者あんしん見守りネットワーク協力事業所の拡充� ＜長寿福祉課＞
　業務や活動等を通じて高齢者の居宅を訪問する機会の多い事業所や商店等を、訪問の際に高
齢者を見守り、異変を発見した時は市や地域包括支援センターに連絡する「高齢者あんしん見
守りネットワーク協力事業所」として登録します。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

累計登録数 件 31 34 36 38 40
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（ ４）担い手となる人材の確保と育成
　少子高齢化が進行する中、介護や支援を必要とする高齢者の日常生活を支えるため、介護の
専門職による介護給付・予防給付のサービスに加え、高齢者の多様なニーズに応じた支援を行
うことができるよう、総合事業、インフォーマルサービスなどを担う人材の育成を行います。
　また、福祉教育や職業体験を通じ、介護の仕事に触れることで、児童・生徒・教員・保護者
等の福祉の専門職に対する理解促進を図ることで、将来の人材の確保と育成に努めます。

⑤ 認知症高齢者見守りシールの普及� ＜長寿福祉課＞
　徘徊行動による身元不明な高齢者を発見し保護した方と、高齢者の家族等が安否情報等をイ
ンターネット上で共有し、引き渡しを円滑に行うための見守りシールを普及します。

主　な　施　策 掲載ページ

多様な主体によるサービスの提供体制の構築 P56

介護ボランティアの育成 P59

認知症サポーターの養成とチームオレンジの設置 P64

介護に携わる人材の確保・育成 P80
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　高齢者が、自ら希望する生活を送ることができるよう介護予防や生活支援のサービスを提供
するとともに、主体的に介護予防の取組を実施するための情報提供や支援等を行います。

基本施策４　自立支援と介護予防及び重度化防止　　　　　　　

（ １）介護予防・生活支援サービス事業
　要支援認定者及び事業対象者に対し、介護予防と自立支援を目的として、介護予防・生活支
援サービスを提供します。

① 訪問型サービス� ＜長寿福祉課＞
　要支援者等に対し、訪問介護員による食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・洗濯・
掃除などの生活援助を行う「訪問型サービス」を提供します。
　また、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用が可能にな
るように、事業者による「訪問型サービスＡ」の生活援助やボランティア等による「訪問型サー
ビスＢ」の支援を促進します。

② 通所型サービス� ＜長寿福祉課＞
　要支援者等に対し、生活機能の向上のための機能訓練を行う「通所型サービス」を提供しま
す。
　また、主体的に介護予防の取組を実践できるよう事業者による支援のほか、住民やボランティ
アが運営する通いの場の促進を支援します。

③ 多様な主体によるサービスの提供体制の構築� ＜長寿福祉課＞
　高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人、協同組
合等の多様な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を支援し
ます。
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（ ２）保健事業と介護予防の一体的な実施
　フレイルなど高齢者の心身の多様な課題に応じたきめ細かな支援を実現するため、各種医療
データと介護データの統合を図り、関係機関との連携やデータの利活用を進めます。

（ 3）一般介護予防事業
　高齢者が自立した生活の継続に自ら取り組むため、介護予防の正しい知識を普及啓発する講
演会や講座・教室を行います。

① 各種保健事業と介護保険事業によるデータの連携・分析� ＜国民健康保険課・健康づくり課・介護保険課・長寿福祉課＞
　フレイル予防のアウトリーチ支援、通いの場への参加等、介護の地域支援事業と国民健康保
険の保健事業とを一体的に実施するため、保健事業・介護保険事業によるデータの連携・分析
を行い、結果を活用した取組を進めます。

① フレイルチェック・予防� ＜長寿福祉課＞
　高齢者が早期に自身のフレイル状態（高齢による心身の活力が低下した状態）を自覚し、介
護予防に取り組むことを目的に、フレイルチェック及び各種健康講座を開催します。
　また、フレイル予防啓発の担い手として、フレイルサポーターを養成し、活躍の場を提供す
ることで、高齢者の社会参加の場を提供します。

② 運動器の機能向上� ＜長寿福祉課＞
　筋力の低下に起因する転倒や骨折による身体能力と意欲の低下を防止するため、習慣的な運
動による介護予防を目的とした教室を開催します。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

筋力パワーアップ
教室

参加者数
（人）

304 120 120 120 120

ノルディック
ウォーキング講習会

参加者数
（人）

136 80 140 140 140
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③ 口腔機能の向上・栄養改善� ＜長寿福祉課＞
　オーラルフレイルによる栄養状態の悪化や全身的な機能低下を防ぐため、早期発見・早期対
応を目的とした歯科医師や歯科衛生士による歯と口の健康講話や口腔ケア実習等を行うととも
に、栄養士が適切な食事摂取量や栄養バランスの良い食事について講座を行います。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

口腔・栄養教育講座
参加者数
（人）

73 50 55 60 65

④ 認知症の予防� ＜長寿福祉課＞
　認知症についての普及・啓発を進めるため「認知症予防講演会」及び認知症集団検査を実施
することで、認知症の早期発見に努めるとともに、リスクの高い方への認知症予防教室の実施
や、医療機関への受診勧奨を行います。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

認知症予防講演会
参加者数
（人）

120 30 120 120 120

認知症集団検査
参加者数
（人）

159 30 150 150 150

認知症予防教室
参加者数
（人）

289 30 300 300 300

⑤ 各地域における講座等の開催� ＜長寿福祉課＞
　地域の高齢者団体や老人クラブ等の依頼に基づく「出前講座」の開講や、各地域包括支援セ
ンターにおいて「地域介護予防教室」を開催します。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

出前講座
参加者数
（人）

671 100 600 600 600

地域介護予防教室
参加者数
（人）

4,251 3,000 3,000 3,000 3,000
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⑥ 通いの場の構築支援� ＜長寿福祉課＞
　高齢者が積極的に社会参加し、生きがいや役割を持って生活できる地域づくりのため、高齢
者サロン等、地域住民が主体となって運営する通いの場の構築を支援します。

⑦ 介護ボランティアの育成� ＜長寿福祉課＞
　地域において介護予防活動の支え手となる介護予防ボランティア養成講座を開講し、講座修
了者を介護予防ボランティアとして登録するとともに、ボランティアを必要とする事業者の情
報収集を積極的に行い、双方のマッチングを進めます。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

通いの場累計数 か所 176 200 210 220 230

認知症カフェ累計数 か所 15 16 17 18 19

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

セカンドライフ講座
参加者数
（人）

32 20 150 150 150

健康体操サポーター
養成講座

参加者数
（人）

20 20 180 180 180

介護予防サポーター
養成講座

参加者数
（人）

27 15 50 50 50

ノルディックサポーター
養成講座

参加者数
（人）

17 20 60 60 60

介護予防
ボランティア

登録者
累計数
（人）

140 150 210 270 330
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（ ４）地域リハビリテーション提供体制の構築
　高齢者とその家族が住み慣れた地域で自分らしく生活できるよう、介護予防、障害の発生・
進行予防の推進や急性期・回復期・生活期リハビリテーションの質の向上と切れ目のない体制
の整備を行います。
　また、ライフステージに沿った適切な総合的リハビリテーションサービスが提供できるよう
医療・介護の専門職間の連携強化とネットワークの構築を行います。
　予防期には、かかりつけ医・かかりつけ歯科医の利用を促進するとともに、健康診査や保健
指導などをもとに本人の意思に基づいて、自分自身での生活習慣の改善、地域の通いの場での
運動、ボランティア等よる生活援助の活用を促進し、０次予防・１次予防・２次予防を推進し
ます。
　生活習慣病や認知症をはじめ、症状が急に現れる時期である急性期には、病院での診療・入
院の中で廃用症候群防止・軽減、ＡＤＬ*の維持のための起立訓練・嚥下訓練を行うとともに、
メディカルソーシャルワーカーによる相談支援により、一人ひとりに合わせて回復期以降の暮
らし方を見据えた支援を実施します。
　回復期には、回復期リハビリテーション病院への入院の中で、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士による専門的なリハビリ、生活動作の中でＡＤＬ訓練を実施します。また、回復期リ
ハビリテーション病院に対して、適宜情報提供を行い、医療専門職の連携を支援します。
　生活期には、希望する生活を送ることができるよう、再発防止を含めた支援体制の充実を図
るとともに、リハビリテーションの啓発や介護予防に関わる諸活動を通した住民間の支え合い
づくりの強化や促進を図ります。

〈地域リハビリテーション提供体制のイメージ〉

＊ADLとは、日常生活を送るために最低限必要な日常動作で、「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」動作のことです。

急性期

予防期
（介護予防・疾病予防・重度化防止）

生活期
（日常生活への復帰）

回復期
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① 地域リハビリテーション活動支援事業の実施� ＜長寿福祉課＞
　地域での自主的な介護予防活動を推進し、介護予防に関する技術的助言やケアマネジメント
支援を行うため、通いの場等にリハビリテーション専門職を派遣します。

② 専門職への意識啓発及び連携強化� ＜長寿福祉課＞
　事業目的や取組の方向性等、基本的な事項についての共通認識と更なる連携強化を図るため、
各関係機関（歯科医師・栄養士・リハビリ専門職）に向けた基礎研修会を開催し、専門職相互
のスキルアップを図る場を提供します。

③ リハビリテーション指標� ＜長寿福祉課＞
　リハビリテーション体制の構築を図るにあたり、物的資源や連携体制を測るための指標を設
定します。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

通いの場

回 ２ ２ ２ ３ ３

延べ人数
（人）

67 40 40 50 50

介護職員等への研修

回 １ ２ ２ ４ ４

延べ人数
（人）

36 30 30 40 40

サービス担当者会議 回 １ ２ ２ ２ ２

使用率（延べ利用回数／要介護者数）

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画

令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

訪問リハビリテーション
％ 93.8 105.1 106.6 111.1 107.9

回 5,791 6,683 6,842 7,304 7,565

通所リハビリテーション
％ 878.5 855.2 873.1 879.1 844.3

回 54,221 54,355 56,063 57,798 59,195

事業所数

種　　類 単　位 見　　込
（令和 ２年度）

第 9次計画
（令和 5年度まで）

訪問リハビリテーション か所 ４ ５

通所リハビリテーション か所 12 20
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　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮ら
し続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、医療機関と
介護サービス事業者等の連携を推進します。

基本施策５　在宅医療と介護連携の推進　　　　　　　　

（ １）資源の把握と課題の抽出
　地域資源や医療・介護連携の課題を専門職間で共有し、連携強化を図るとともに地域の中で
の主体的な連携強化の取組を促進します。

① 地域の医療・介護の資源の把握� ＜長寿福祉課＞
　地域の医療・介護サービスについての実態把握と分析を行うほか、地域資源マップや関係団
体リストを作成し、医療・介護関係者や地域住民に対する医療・介護の資源に関する情報の共
有を図ります。

② 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討� ＜長寿福祉課＞
　地域の医療介護関係者や、地域住民からなる「在宅医療・介護連携推進協議会」において、
在宅医療と介護の連携に関する地域の課題を抽出し、その対応策を検討します。

（ ２）在宅医療と介護の連携体制の推進
　基幹型地域包括支援センター、地域包括支援センター、静岡県在宅医療・介護連携情報シス
テム、地域包括ケア推進ネットワーク会議圏域会議等の活用や医療・介護の専門職への研修の
実施により、医療・介護関係者の連携体制を強化するとともに、地域住民への在宅医療・介護
に関する普及啓発を実施します。

① 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進� ＜長寿福祉課＞
　基幹型地域包括支援センターを中心として、地域包括支援センターや地域の医療・介護関係
者の協力を得ながら切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築を推進します。

② 在宅医療・介護連携に関する相談支援� ＜長寿福祉課＞
　基幹型地域包括支援センター内に相談窓口を設置し、地域の医療・介護関係者、地域包括支
援センター等からの在宅医療・介護連携に関する相談を受け支援を行うとともに体制づくりを
図ります。
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③ 医療・介護関係者の研修� ＜長寿福祉課＞
　医療・介護の連携を進めるにあたり、地域での顔の見える関係を構築するため、多職種での
グループワーク研修や地域ケア会議等を活用し、互いの職種の理解を深めるとともに、医療と
介護の共通の課題となる看取り等に関することをテーマとした研修を開催します。

④ 地域住民への普及啓発� ＜長寿福祉課＞
　在宅医療・介護を推進するには、地域住民が在宅医療や介護について理解し、在宅での療養
が必要となった時に、必要なサービスを適切に選択できるようにすることが重要です。
　在宅医療・介護連携やサービス、人生の最終段階におけるケアのあり方や看取りに関する講
演会等の開催、パンフレットの作成等により地域住民への在宅医療・介護連携の理解・普及啓
発を図ります。

- 63 -



第 5章　計画各論第 5章　計画各論

　認知症は、誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなども含め、多
くの人にとって身近なものとなっています。認知症の発症予防等に関する情報の収集に努める
とともに、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、認知症地域
支援推進員の配置、認知症バリアフリーの推進、認知症サポーターの養成、チームオレンジの
設置、当事者による情報発信、相談窓口情報の周知等によって早期発見・早期対応につなげて
いきます。
　また、認知症施策の体制整備のため、認知症初期集中支援チームを設置し、認知症初期集中
支援チーム検討委員会による活動を支援・推進していきます。

基本施策６　認知症施策の推進　　　　　　　　　　　　　

（ １）認知症への理解を深めるための普及啓発
　すべての人が、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるため、認知症の理解を深め、認知
症の有無にかかわらず同じ社会の一員として地域をともに創っていける環境の整備に取り組み
ます。

① 認知症サポーターの養成とチームオレンジの設置� ＜長寿福祉課＞
　自治会、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会のほか、学校や職場において認知症サポー
ター養成講座を開催し、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者であ
る「認知症サポーター」の養成に取り組みます。
　また、認知症サポーター同士の意見交換や交流の場としてのオレンジ集会の開催のほか、「認
知症サポーターステップアップ講座」を受講したサポーターで構成する「チームオレンジ」を
各包括圏域に設置し、チームオレンジコーディネーターを中心とした認知症サポーターの活動
を促進します。

認知症サポーター・キャラバンのマーク
※認知症サポーター・キャラバンは、認知症
の正しい理解の普及啓発を行う事業です。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画
令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

認知症サポーター養成講座 回 63 50 65 65 65

認知症サポーター養成数 人 2,650 2,000 2,000 2,000 2,000

　うち、
　こどもサポーター養成数

人 1,225 1,000 1,000 1,000 1,000

認知症サポーター累計数 人 24,956 26,956 28,956 30,956 32,956
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② 相談先の周知� ＜長寿福祉課＞
　地域包括支援センターによる認知症に関する相談体制を地域ごとに整備し、パンフレット等
の活用により相談窓口を周知します。その際、「認知症ケアパス」の利用等、認知症に関する
基礎的な情報、相談先・受診先の利用方法等を具体的に紹介します。
　また、福祉機関を対象とした法テラスの利用方法の講習等、権利擁護に資する取組を強化し
ます。

〈認知症ケアパス概念図〉

主
な
サ
ー
ビ
ス
の
例

認知症の
進行

生活支援
身体介護

介護予防

安否確認
見守り

認知症疑い 日常生活は自立・見守りがあれば
日常生活は自立 常に介護が必要日常生活に介護が必要

認知症カフェ　/　高齢者サロン

認知症予防事業

自治会サロン活動　/　老人クラブ　/　サークル活動

徘徊高齢者等見守りシール

見守りネットワーク　/　あんしんサポート店　/　認知症サポーター

配食サービス

徘徊高齢者探索サービス

医療

介護予防・日常生活支援総合事業
（通所型サービス・訪問型サービス等）

介護保険サービス（通所介護・訪問介護等）

重度要介護者通院支援

かかりつけ医　/　かかりつけ歯科医　/　かかりつけ薬局　/　専門外来等

成年後見制度

日常生活自立支援事業

介護用品（おむつ）の支給

認知症カフェ

住まい
介護老人保健施設　介護老人福祉施設

グループホーム等

権利を
守る

家族支援

認知症の進行（右に行くほど発症から時間が経過し、進行している状態）
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（ ２）医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
　認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築のため、認知症初期集中支援チームを
配置するとともに、認知症初期集中支援チームの活動を支援・推進するための検討委員会を開
催します。

③ 認知症当事者からの発信支援� ＜長寿福祉課＞

① 認知症地域支援推進員の配置� ＜長寿福祉課＞

　認知症カフェ等の通いの場などを活用し、認知症当事者の意見を受け止め、把握するととも
に、認知症当事者の意見を反映した認知症施策の企画・立案に努めます。

　認知症の方が、住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、容態の変化に応じ必要な医
療・介護ネットワークを形成し、地域包括支援センターにおいて、認知症の人やその家族への
相談支援、関係機関とのネットワークの構築・連携等を行う「認知症地域支援推進員」を配置
します。

④ 若年性認知症の人への支援� ＜長寿福祉課＞
　認知症地域支援推進員や地域包括支援センター職員と静岡県の若年性認知症支援コーディ
ネーターとの広域的なネットワーク作りを促進します。

② 認知症疾患医療センター等医療機関との連携の推進� ＜長寿福祉課＞
　早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受けられるよう、認知症
疾患医療センター、かかりつけ医師、歯科医師、薬剤師等地域の医療機関と地域包括支援セン
ターとの日常的な連携を促進します。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画
令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

認知症地域支援推進員
の配置

人 11 11 11 11 10
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③ 認知症初期集中支援チームの配置� ＜長寿福祉課＞
　早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受けられる初期の対応体
制を構築するため、医療介護専門職と専門医がチームとなり、家族の相談等により認知症が疑
われる人や認知症の人を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期支援を包括的かつ集中的
に行い、自立生活をサポートする「認知症初期集中支援チーム」を配置します。

④ 認知症初期集中支援チーム検討委員会の開催� ＜長寿福祉課＞
　認知症初期集中支援チームの活動を支援・推進するために「認知症初期集中支援チーム検討
委員会」を設置し、チームの活動が医療・保健・福祉等に携わる関係機関のもと推進されるよ
う連携方法や活動内容を検討します。

⑤ 医療従事者・介護従事者等の認知症対応力向上の促進� ＜長寿福祉課＞
　認知症サポート医や関係団体の協力を得ながら、医療従事者や介護職員に対する認知症対応
力向上研修を開催し、認知症の人を尊重し尊厳を守るための啓発を行います。

⑥ 認知症の人の介護者の負担軽減の推進� ＜長寿福祉課＞
　企業等に対し、認知症サポーター養成講座等を通じ、認知症に対する理解を深める活動を実
施するとともに、従業員の仕事と介護の両立に関する支援制度等の情報提供に努め、介護者が
仕事と介護の両立で抱える負担軽減が図れる環境づくりを進めていきます。
　また、認知症介護に関する悩み等について、認知症カフェなど気軽に相談できる集いの場を
積極的に開催し、介護負担の軽減に努めます。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画
令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

認知症初期集中
支援チーム
検討委員会開催

回 ２ ２ ２ ２ ２

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画
令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

認知症初期集中
支援チーム配置数

か所 11 11 11 11 10

認知症初期集中
支援チーム訪問件数

件 20 25 25 25 25
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　全国的にも、本市においても将来推計人口は減少傾向が予測されます。本市の被保険者の人
口についても減少することが予測されますが、年齢構成でみると、74歳以下の人口が減少傾
向となっている一方で、75歳以上の人口は増加傾向となっており、被保険者に占める後期高
齢者（75歳以上）の割合は令和7年度には29％に達することが見込まれています。

1 被保険者人口の現状と推計

〈沼津市の第１号・第２被保険者の推移〉

（単位：人）
平成3０年 令和元年 令和 ２年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 ７年

被保険者総数 128,222 128,087 128,204 127,828 127,281 126,682 125,131

第 1 号被保険者 60,294 60,591 61,040 61,204 61,240 61,313 61,281

85歳以上 9,176 9,488 9,982 10,386 10,790 11,057 11,626

７5～84歳 21,109 21,719 21,902 21,603 22,423 23,343 24,702

６5～７4歳 30,009 29,384 29,156 29,215 28,027 26,913 24,953

第 ２ 号被保険者 67,928 67,496 67,164 66,624 66,041 65,369 63,850
資料：沼津市（各年10月１日）
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　要支援・要介護認定者数は年々増加し、令和７年度の認定者数は10,539人、第１号被保険
者に対する出現率は17.2％と推計されます。

2 要支援・要介護認定者の現状と推計

〈介護度別認定者数の推移（第１号・第２号被保険者合計）〉

平成3０年 令和元年 令和 ２年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 ７年

要支援 1（人） 1,636 1,538 1,357 1,267 1,308 1,343 1,394

要支援 ２（人） 1,431 1,571 1,638 1,682 1,740 1,777 1,841

要介護 1（人） 1,691 1,647 1,682 1,712 1,775 1,836 1,913

要介護 ２（人） 1,318 1,343 1,436 1,513 1,563 1,600 1,674

要介護 3（人） 1,207 1,290 1,353 1,411 1,481 1,522 1,587

要介護 4（人） 1,215 1,232 1,226 1,219 1,264 1,301 1,354

要介護 5（人） 699 660 698 720 737 752 776

総　　数（人） 9,197 9,281 9,390 9,524 9,868 10,131 10,539

出現率（％） 15.3 15.3 15.4 15.6 16.1 16.5 17.2
資料：沼津市（各年10月１日）
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　これまでの各サービスの利用実績をもとに、介護給付・予防給付の回数や人数を推計しました。
[年間サービス量＝（１月当たりの回数、人数、日数）×12月]

3 介護保険サービス量の見込み

（ １）介護給付

介護サービスの種類 単
位

実　　績 見　込 第 9次計画
令和 ７年度

平成3０年度 令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

居宅サービス
居宅介護支援 人 41,312 41,377 42,828 44,292 46,632 48,408 48,552
訪問介護 回 458,880 489,207 527,161 575,440 604,525 629,195 621,276
訪問入浴介護 回 8,501 7,683 9,254 9,148 9,720 10,176 9,926
訪問看護 回 67,962 66,622 69,461 71,621 77,686 80,021 78,686
訪問リハビリテーション 人 5,464 5,791 6,683 6,842 7,304 7,565 7,780
居宅療養管理指導 人 14,738 15,352 16,284 17,256 18,456 19,212 18,936
通所介護　 回 173,726 175,115 182,784 183,431 189,558 197,999 198,796
通所リハビリテーション 回 53,785 54,221 54,355 56,063 57,798 59,195 59,521
短期入所生活介護 日 73,335 69,906 63,148 61,242 65,564 68,213 67,705
短期入所療養介護 日 2,473 2,501 2,023 2,237 2,244 2,327 2,327
福祉用具貸与 人 28,557 29,351 31,236 33,372 36,264 37,896 37,692
居宅介護福祉用具購入 人 457 364 444 432 468 480 492
居宅介護住宅改修 人 365 343 396 420 456 468 480

居宅サービス（地域密着型）
地域密着型通所介護 回 101,945 104,272 102,395 101,038 103,535 105,800 106,416
認知症対応型通所介護 回 15,180 15,722 17,032 17,092 17,684 18,532 18,442
小規模多機能型居宅介護 人 1,576 1,510 1,464 1,464 1,524 1,596 1,584
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 人 198 211 204 228 252 264 264

看護小規模多機能型
居宅介護 人 303 431 480 564 600 624 624

施設サービス
介護老人福祉施設 人 9,592 9,516 9,432 9,432 9,432 9,432 11,004
介護老人保健施設 人 6,845 6,848 7,236 7,260 7,260 7,260 8,436
介護療養型医療施設 人 265 172 60 60 60 60 0
介護医療院 人 25 105 252 252 252 252 372
特定施設入居者生活介護 人 3,532 3,971 4,248 4,488 4,668 4,788 4,980

施設サービス（地域密着型）

地域密着型
介護老人福祉施設 人 757 1,054 1,080 1,068 1,068 1,068 1,140

認知症対応型
共同生活介護 人 4,356 4,257 4,260 4,332 4,440 4,512 4,704
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（ ２）予防給付

介護サービスの種類 単
位

実　　績 見　込 第 9次計画
令和 ７年度

平成3０年度 令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

居宅サービス
介護予防支援 人 18,608 19,546 19,848 20,220 21,552 22,476 23,304
介護予防訪問入浴介護 回 115 229 331 274 319 319 319
介護予防訪問看護 回 19,836 22,151 24,053 25,931 26,364 26,839 27,760
介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 回 2,968 2,383 2,324 2,194 2,342 2,342 2,532
介護予防居宅療養管理指導 人 1,877 1,794 1,752 1,716 1,752 1,788 1,848
介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 人 5,676 6,315 5,976 5,628 5,700 5,760 5,988
介護予防短期入所生活介護 日 4,030 3,802 3,113 2,508 2,515 2,506 2,582
介護予防短期入所療養介護 日 0 74 338 391 391 391 391
介護予防福祉用具貸与 人 14,257 15,173 15,564 15,924 16,944 17,580 18,228
介護予防福祉用具購入 人 315 328 312 300 312 324 336
介護予防住宅改修 人 340 347 312 288 288 288 312

居宅サービス（地域密着型）

介護予防認知症対応型
通所介護 回 65 202 38 46 46 46 46

介護予防小規模多機能型
居宅介護 人 188 221 240 228 240 252 252

施設サービス

介護予防特定施設
入居者生活介護 人 992 1,164 1,080 1,104 1,128 1,164 1,200

施設サービス（地域密着型）

介護予防認知症対応型
共同生活介護 人 27 45 12 0 0 0 0
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（ 3）総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）

　要支援・要介護認定を受けるようになっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができるよう、介護保険サービスの充実を図るため事業所の整備を推進します。

（ ４）施設の整備計画

① 施設・住居系サービス施設� ＜長寿福祉課＞

介護サービスの種類 単
位

実　　績 見　込 第 9次計画
令和 ７年度

平成3０年度 令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

第 1号訪問事業
介護予防訪問サービス 人 10,747 10,421 10,152 10,460 11,503 12,658 15,180
基準緩和型訪問サービス 人 89 75 24 62 69 75 91

第 1 号通所事業
介護予防通所サービス 人 12,575 12,994 13,144 12,929 14,218 15,647 18,763
基準緩和型通所サービス 人 1,103 1,258 1,075 1,147 1,261 1,388 1,665

第 1 号介護予防支援事業
（介護予防ケアマネジメント） 人 12,050 12,160 11,579 11,952 13,144 14,465 15,769

（単位：床）

種　　類
見　　込 第 9次計画

平成3０～令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

整備数 0 0 0 0

累　計 800 800 800 800

介護老人保健施設
整備数 0 0 0 0

累　計 623 623 623 623

混合型特定施設
整備数 0 0 0 0

累　計 599 599 599 599

地域密着型介護老人福祉施設
（地域密着型特別養護老人ホーム）

整備数 0 0 29 0

累　計 87 87 116 116

認知症対応型共同生活介護事業所
（認知症高齢者グループホーム）

整備数 0 0 18 0

累　計 378 378 396 396

介護医療院
整備数 0 15 0 0

累　計 0 15 15 15

※第８次計画にて整備目標とした認知症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者グループホーム）については、引き続き整
備に向けた取り組みを進めます。
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② 地域密着型サービス拠点� ＜長寿福祉課＞

（単位：か所）

種　　類
見　　込 第 9次計画

平成3０～令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

認知症対応型通所介護事業所
（認知症対応型デイサービスセンター）

整備数 0 0 0 0

累　計 10 10 10 10

小規模多機能型
居宅介護事業所

整備数 0 0 0 0

累　計 6 6 6 6

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所

整備数 1 0 1 0

累　計 2 2 3 3

看護小規模多機能型
居宅介護事業所

整備数 2 1 0 0

累　計 3 4 4 4

※第８次計画にて整備目標とした小規模多機能型居宅介護事業所については、引き続き整備に向けた取り組みを進めます。
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　介護保険サービス量の見込みに基づいて算出しました。

4 介護保険サービス事業費等の見込み

（ １）介護給付費
（単位：千円）

介護サービスの種類
実　　績 見　込 第 9次計画

令和 ７年度
平成3０年度 令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

居宅サービス

居宅介護支援 604,666 611,430 625,321 646,540 682,889 709,575 708,735
訪問介護 1,187,275 1,294,481 1,425,075 1,553,982 1,631,229 1,697,756 1,679,959
訪問入浴介護 101,788 93,000 113,131 111,821 118,827 124,424 121,355
訪問看護 346,435 334,739 345,183 354,647 385,034 397,109 389,931
訪問リハビリテーション 15,105 16,125 18,678 19,127 20,428 21,165 21,750
居宅療養管理指導 164,381 171,087 182,695 193,686 207,180 215,724 212,405
通所介護 1,289,756 1,306,242 1,375,771 1,379,508 1,432,690 1,498,647 1,496,457
通所リハビリテーション 425,854 429,028 437,130 451,590 468,410 480,949 481,511
短期入所生活介護 566,803 546,561 505,735 489,216 522,978 544,322 538,681
短期入所療養介護 25,551 26,925 22,594 25,255 25,328 26,137 26,137
福祉用具貸与　 406,992 417,343 452,534 478,474 521,119 545,208 536,440
居宅介護福祉用具購入 13,941 11,113 14,117 13,506 14,577 15,182 15,553
居宅介護住宅改修 34,830 32,204 39,449 41,939 45,411 46,703 47,898

居宅サービス（地域密着型）

地域密着型通所介護 815,237 839,118 832,784 821,011 846,575 866,675 867,011
認知症対応型通所介護 155,046 162,654 181,233 181,921 188,114 197,326 195,812
小規模多機能型居宅介護 323,803 306,344 299,734 298,825 313,432 328,224 322,751
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 21,687 26,513 22,793 26,133 30,572 31,435 31,435

看護小規模多機能型
居宅介護 86,231 111,907 136,742 160,600 171,388 179,298 177,714

施設サービス

介護老人福祉施設 2,343,296 2,369,160 2,404,502 2,405,400 2,405,400 2,405,400 2,793,262
介護老人保健施設 1,911,414 1,923,962 2,084,477 2,088,757 2,088,757 2,088,757 2,416,909
介護療養型医療施設 88,965 56,657 19,716 19,716 19,716 19,716 0
介護医療院 8,440 34,901 94,380 93,435 93,435 93,435 135,431
特定施設入居者生活介護 680,653 774,842 834,014 879,456 917,038 941,428 978,799

施設サービス（地域密着型）

地域密着型
介護老人福祉施設 205,722 278,121 292,792 289,225 289,225 289,225 310,142

認知症対応型
共同生活介護 1,073,661 1,075,894 992,458 1,011,602 1,038,122 1,056,350 1,101,406

合　　　　計 12,897,530 13,250,352 13,753,038 14,035,372 14,477,874 14,820,170 15,607,484
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（ ２）予防給付費
（単位：千円）

介護サービスの種類
実　　績 見　込 第 9次計画

令和 ７年度
平成3０年度 令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

居宅サービス

介護予防支援 84,404 88,358 89,449 91,146 97,155 101,319 105,051
介護予防訪問入浴介護 929 1,835 2,737 2,261 2,638 2,638 2,638
介護予防訪問看護 79,817 90,126 97,234 104,720 106,460 108,406 112,122
介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 8,310 6,664 6,690 6,314 6,741 6,741 7,287
介護予防居宅療養管理指導 17,754 17,576 16,989 16,654 17,011 17,353 17,934
介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 178,743 203,512 202,937 194,867 197,832 199,409 207,233
介護予防短期入所生活介護 20,267 20,527 17,200 13,931 13,918 13,873 14,311
介護予防短期入所療養介護 0 481 2,072 2,396 2,396 2,396 2,396
介護予防福祉用具貸与 80,278 85,318 88,288 90,647 96,384 100,081 103,766
介護予防福祉用具購入 8,376 8,746 8,421 8,070 8,382 8,714 9,027
介護予防住宅改修 35,498 36,268 31,548 29,097 29,097 29,097 31,527

居宅サービス（地域密着型）

介護予防認知症対応型
通所介護 498 1,331 367 436 436 436 436

介護予防小規模多機能型
居宅介護 12,732 14,590 15,199 14,610 15,199 16,215 16,215

施設サービス

介護予防特定施設
入居者生活介護 73,560 85,995 88,961 93,468 95,777 98,801 101,825

施設サービス（地域密着型）

介護予防認知症対応型
共同生活介護 5,820 9,720 0 0 0 0 0

合　　　　計 606,984 671,048 668,093 668,617 689,426 705,479 731,768
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（ 3）その他給付費

（ ４）地域支援事業費

（単位：千円）

介護サービスの種類
実　　績 見　込 第 9次計画

令和 ７年度
平成3０年度 令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

沼津市特別給付 42,491 47,127 48,819 49,777 51,345 52,558 56,655

高額介護サービス費等 306,916 339,616 352,468 359,689 371,029 379,800 410,110

高額医療合算介護サービス費等 8,870 44,718 46,402 47,349 48,842 49,997 53,978

特定入所者介護サービス費等 426,141 430,882 447,196 456,362 470,749 481,879 520,343

算定対象審査支払手数料 11,054 11,310 11,716 11,946 12,323 12,614 13,597

合　　　計 795,472 873,653 906,601 925,123 954,288 976,848 1,054,683

（単位：千円）

介護サービスの種類
実　　績 見　込 第 9次計画

令和 ７年度
平成3０年度 令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

介護予防・日常生活支援
総合事業 544,172 556,553 589,464 590,126 590,300 590,596 591,188

包括的支援事業 289,825 303,915 312,788 332,107 353,716 371,390 406,739

任意事業 67,756 72,135 82,909 83,967 86,853 89,711 95,427

合　　　計 901,753 932,603 985,161 1,006,200 1,030,869 1,051,697 1,093,354
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　第１号被保険者の保険料は、計画期間の令和３年度から令和５年度に必要な保険給付費、地
域支援事業費等の総額から、国、県、市の負担分及び第２号被保険者の保険料を差し引いた額
を、第１号被保険者数で割って算出します。

5 第１号被保険者の保険料

（ １）保険給付費及び地域支援事業費の財源
（単位：％）

区　　　分

保　険　料 国 県 市

第 1号
被保険者

第 ２号
被保険者

定率負担
調整
交付金※

定率負担 定率負担

保　険　給　付　費 23.0 27.0 20.0 5.0 12.50 12.50

地域支援
事業費

介予防・日常生活
支援総合事業

23.0 27.0 20.0 5.0 12.50 12.50

包括的支援事業・
任意事業

23.0 ― 38.5 ― 19.25 19.25

　介護給付費準備基金の取り崩しにより、保険料の上昇を抑制します。

（ ２）基金からの繰り入れ

基　　金　　名 繰　　入　　額

沼津市介護給付費準備基金 約441,000千円

※調整交付金の交付率は、それぞれの市町村の後期高齢者の割合や被保険者の所得段階に応じて調整されます。
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　第 1号被保険者の保険料必要額と所得段階別被保険者数の見込みに基づいて算出し、保険料
の上昇を抑制するため、介護給付費準備基金からの繰り入れを行い、基準月額を5,500円とし
て、以下のとおり一人当たりの保険料を定めました。

（ 3）保険料基準額及び所得段階別保険料

段　階 該　当　要　件 保険料率 年　額 月　額

第 1段階
生活保護受給者、世帯員全員が市民税非課税で、老齢
福祉年金受給者または本人の合計所得金額＋課税年金
収入額の合計が80万円以下

0.3 19,800円 1,650円

第 ２段階
世帯員全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額＋
課税年金収入額の合計が80万円超え120万円以下

0.5 33,000円 2,750円

第 3段階
世帯員全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額＋
課税年金収入額の合計が120万円超

0.7 46,200円 3,850円

第 4段階
世帯員に市民税課税者があり、本人市民税非課税（合
計所得金額＋課税年金収入額の合計が80万円以下）

0.85 56,100円 4,675円

第 5段階
世帯員に市民税課税者があり、本人市民税非課税（合
計所得金額＋課税年金収入額の合計が80万円超）

1.0 66,000円 5,500円

第 ６段階
本人市民税課税
（合計所得金額120万円未満）

1.15 75,900円 6,325円

第 ７段階
本人市民税課税
（合計所得金額120万円以上200万円未満）

1.3 85,800円 7,150円

第 8段階
本人市民税課税
（合計所得金額200万円以上300万円未満）

1.5 99,000円 8,250円

第 9段階
本人市民税課税
（合計所得金額300万円以上400万円未満）

1.7 112,200円 9,350円

第1０段階
本人市民税課税
（合計所得金額400万円以上500万円未満）

1.9 125,400円 10,450円

第11段階
本人市民税課税
（合計所得金額500万円以上1,000万円未満）

2.0 132,000円 11,000円

第1２段階
本人市民税課税
（合計所得金額1,000万円以上）

2.1 138,600円 11,550円

保険料は、条例で段階別に年額で定められています。月額は、参考に年額を12で割った額であり、実際の月額と一致しないこ
とがあります。
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　介護保険サービスの質の向上のための取組や「沼津市介護給付適正化計画」に基づき、適切
な介護保険サービスの確保と適正な介護保険給付に努めます。

　介護保険サービスに関する情報提供、介護保険サービス利用者等の意見の聴取、介護保険事
業者の指導、介護に携わる人材の育成を行います。

6 介護保険サービスの充実と円滑な利用

（ １）介護保険サービスの質の向上

① 介護保険事業者等への指導� ＜長寿福祉課＞
　介護保険サービスの提供及び有料老人ホームの運営が、適切・適正に行われるよう集団指導・
実地指導を行います。

② 介護相談員の派遣� ＜長寿福祉課＞
　介護サービス施設等を訪問し、利用者の疑問、不安等の解消を図るとともに、介護サービス
提供事業者と意見交換を行い、サービスの質の確保及び向上を図ります。

指　　標 単　位
実　績 見　込 第 9次計画
令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

介護保険事業者の
実地指導

件 43 53 60 50 50

指　　標 単　位
現状値 見　込 第 9次計画
令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

介護相談員派遣
（介護相談員）

人 ７ ７ ７ ７ ７

介護相談員派遣
（施設数）

施設数 92 91 92 92 92

介護相談員派遣
（派遣延回）

回 736 720 738 738 738
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③ 介護に携わる人材の確保・育成� ＜長寿福祉課・介護保険課・生涯学習課＞
　静岡県と連携し、県が実施する各種研修への参加勧奨を行い介護人材の確保を図ります。
　また、介護支援専門員及び介護従事者の資質向上を目指しケアプラン指導研修を実施します。
　そのほか、市内の小・中学校等での福祉教育や職場体験活動を支援し、将来介護に携わる人
材の育成に努めるとともに、関係者の意見を取り入れながら、人材確保・育成に向けた取組に
ついて検討していきます。

④ 介護の職場環境改善の推進� ＜長寿福祉課＞
　ＩＣＴの利用促進により、事務手続きの負担を減らすとともに、介護ロボットの効果的な活
用方法や作業への組み込み方について情報提供することで介護に従事する職員の身体的な負担
を軽減するよう勧奨します。

　介護保険サービスを必要とする受給者を適切に認定し、真に必要とするサービスを過不足な
く提供するとともに、その結果としての費用の効率化を通じて、高齢化社会を支える保険基盤
として将来にわたり持続可能な介護保険制度の構築を目指します。

（ ２）介護給付の適正化の推進

① 要介護認定の適正化� ＜介護保険課＞
　全ての認定調査結果の点検・確認を行い、調査内容の平準化を図ります。
　また、調査の質の確保に向け、計画的に研修を行い、認定調査員の資質向上に努めます。

指　　標 単　位
現状値 見　込 第 9次計画
令和元年度 令和 ２年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

認知症介護実践研修 人 ２ ３ ２ ３ ２

認知症対応型
サービス事業者
管理者研修

人 11 ８ ６ ７ ７

小規模多機能型
サービス等
計画作成担当者研修

人 ４ ８ ４ ５ ５

主任介護支援専門員
研修

人 14 11 11 12 11

主任介護支援専門委員
更新研修

人 12 10 10 ８ 10

介護支援専門員リーダー
養成研修会

人 ２ ４ ４ ５ ５
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② ケアプランの点検� ＜介護保険課＞
　不適正な可能性のある給付実績について、居宅介護支援事業所に対してヒアリングシートを
送付して受給者が必要とするサービスが確保されているか、または過剰なサービス提供がない
か等について確認し、必要に応じて助言・指導・個別ケアプラン点検を実施します。

③ 住宅改修等の点検� ＜介護保険課＞
　住宅改修の内容について、受給者の事前申請書類の確認や工事見積書等の全件点検と現地調
査を実施し、不適切な住宅改修を防止します。
　また、福祉用具利用者のサービス計画や申請書類を確認し、福祉用具の必要性や利用状況等
について点検することにより、不適切又は不要な福祉用具購入・貸与を防止し、受給者の身体
の状態に応じた福祉用具の活用を促進します。

④ 縦覧点検・医療情報との突合� ＜介護保険課＞
　国民健康保険団体連合会から提供される医療情報との突合情報等の帳票の点検を行い、医療
と介護の重複請求の防止等を図ります。

⑤ 介護給付費通知� ＜介護保険課＞
　受給者自身によるサービス利用状況の確認、受給者や介護保険事業者等に対して適切なサー
ビス利用の啓発を図るために、年２回、利用状況を示した介護給付費通知書を発送します。

⑥ 給付実績の活用� ＜介護保険課＞
　介護給付適正化システムを活用し、不適切な給付となる可能性があるものを抽出し、介護保
険事業者等に確認・指導を実施します。
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　計画策定後は、本計画について周知し、進捗状況について情報提供していきます。
　計画に位置付けられた取組を確実に推進していくために、各取組の自己評価を行うとともに、
実績を調査・分析し、進捗管理を行います。
　計画最終年の令和５年度に本計画の実施状況の総点検・評価を行い、令和６年度からの次期
計画に反映させていきます。

　地域包括ケアシステムの構築をはじめ、計画に位置付けられた取組を進めるためには、住民、
介護従事者、介護サービス事業者、民間企業、ＮＰＯなど地域における様々な主体との連携が
不可欠であることから、本市の状況や目指す方向性等について情報を共有し協力できるよう、ホー
ムページをはじめ、地域包括支援センターや地域ケア会議、生活支援コーディネーター等を通
じて周知啓発を図ります。

　本計画に位置付けられた取組について、確実に推進していくため、所管課において自己評価
を行うとともに、実績について調査・分析し、進行管理を行います。
　また、計画期間が３年であることから、計画最終年度の令和５年度には、次期計画となる「第
10次沼津市高齢者保健福祉計画」の策定懇話会を立ち上げ、懇話会において各施策の実施状
況及び評価について意見を伺います。
　その意見を踏まえて、令和６年度から３年間の次期計画を策定します。

1 計画の周知啓発

2 計画の進行管理及び評価・点検
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1 計画の策定体制及び策定までの経過

（ １）第９次沼津市高齢者保健福祉計画策定体制図

委　嘱

策定委員会

【委員数】８人
【構　成】委 員 長：副市長
　　　　 副委員長：市民福祉部長
　　　　 委　　員：企画部長
　　　　　　　　　 財務部長
　　　　　　　　　 都市計画部長
　　　　　　　　　 建設部長
　　　　　　　　　 危機管理監
　　　　　　　　　 教育次長
【所掌事務】
・計画策定にかかる協議及び連絡調整

幹　事　会

【委員数】16人
【構　成】幹 事 長：福祉事務所長
　　　　 副幹事長：長寿福祉課長
　　　　 幹　　事：政策企画課長、地域自治課長、
　　　　　　　　　 生活安心課長、財政課長、
　　　　　　　　　 国民健康保険課長、健康づくり課長、
　　　　　　　　　 社会福祉課長、介護保険課長、
　　　　　　　　　 障害福祉課長、まちづくり政策課長、
　　　　　　　　　 住宅営繕課長、危機管理課長、
　　　　　　　　　 生涯学習課長、スポーツ振興課長
【所掌事務】
・計画原案の作成及び調査研究
・その計画の策定に必要な事項

報　告

計画案の
提示

意見・提言

策定懇話会

【委員数】18人
【構　成】・学識経験者
　　　　・市民団体を代表する者
　　　　・保健、医療、福祉関係
　　　　　団体を代表する者
　　　　 ・介護サービス事業関係者
　　　　・公募による市民

【所掌事務】
・計画案の内容に対する協議及び提言

市　長

事　務　局

福祉事務所
市民福祉部　長寿福祉課
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平成22年10月29日　副市長決裁
改正　令和元年10月９日　市民福祉部長決裁

　（設置）
第１条　沼津市高齢者保健福祉計画（以下「高齢者保健福祉計画」という。)の策定にあたり、広く市民か

らの意見を求めるため、沼津市高齢者保健福祉計画策定懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。
　（所掌事務）
第２条　懇話会は、高齢者保健福祉計画の案について内容を協議し、沼津市高齢者保健福祉計画策定委員会

に意見を提言する。
　（組織）
第３条　懇話会は、委員25人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
　⑴　学識経験者
　⑵　市民団体を代表する者
　⑶　保健・医療・福祉関係団体を代表する者
　⑷　介護サービス事業関係者
　⑸　公募による市民
　（任期）
第４条　委員の任期は、高齢者保健福祉計画策定終了時までとする。
　（会長及び副会長）
第５条　懇話会に会長及び副会長１人を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
３　会長は、会議を進行する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
　（会議）
第６条　懇話会の会議は、市長が招集する。
２　市長は、必要があると認めるときは、懇話会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。
　（庶務）
第７条　懇話会の庶務は、市民福祉部長寿福祉課において処理する。
　（補則）
第８条　この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

　　付　則　　
　この要綱は、平成22年10月29日から施行する。
　　付　則（平成24年３月22日市民福祉部長決裁）
　この改正は、平成24年４月１日から施行する。
　　付　則（令和元年10月９日市民福祉部長決裁）
　この改正は、決裁の日から施行する。

（ ２）沼津市高齢者保健福祉計画策定懇話会設置要綱

- 84 -



資　　料資　　料

第９次沼津市高齢者保健福祉計画策定懇話会　委員名簿

氏　　　名 団　体　名　称　等

1 学識
経験者 平 田 　 厚 静岡福祉文化実践研究所

２
市
民
団
体

長倉　正志 沼津市自治会連合会

3 小池　邦廣 沼津市老人クラブ連合会

4 横山　圭太 沼津地区労働者福祉協議会

5

保
健
・
医
療
・
福
祉

西 方 　 俊 一般社団法人沼津医師会

６ 竹内　純子 一般社団法人沼津市歯科医師会

７ 山口　宜子 一般社団法人沼津薬剤師会

8 松川　香織 公益社団法人静岡県看護協会東部地区

9 岩﨑　克己 社会福祉法人沼津市社会福祉協議会

1０ 渡 邉 　 昭 沼津市民生委員児童委員協議会

11 石川　三義 沼津市地域包括支援センター運営協議会

1２ 一ノ宮　五郎 沼津介護支援専門員連絡協議会

13 高籏　耕太郎 一般社団法人静岡県社会福祉士会

14 和田　喜美枝 沼津市介護家族の会

15 介
護
サ
ー
ビ
ス

事
業
者

佐々木　孝美 沼津市特別養護老人ホーム連絡協議会

1６ 福本　勇太 きせがわ定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

1７ ピ リ 　 睦 沼津市リハビリテーション連絡協議会

18 公　募 池谷　広美
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（ 3）沼津市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成22年11月16日　副市長決裁
最終改正　 令和２年４月８日　市民福祉部長決裁

　（設置）
第１条　沼津市高齢者保健福祉計画（以下「高齢者保健福祉計画」という。)を策定するため、沼津市高齢

者保健福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

　（所掌事務）
第２条　委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
　⑴　高齢者保健福祉計画の策定に係る協議をすること。
　⑵　その他高齢者保健福祉計画の策定に必要な事項に関すること。

　（組織）
第３条　委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
　⑴　副市長
　⑵　企画部長
　⑶　財務部長
　⑷　市民福祉部長
　⑸　都市計画部長
　⑹　建設部長
　⑺　危機管理監
　⑻　教育次長
２　委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は市民福祉部長をもって充てる。
３　委員長は、会務を所掌し、会議の長となる。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

　（会議）
第４条　委員会の会議は、委員長が招集する。
２　会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。

　（幹事会）
第５条　委員会に幹事会を置く。
２　幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
３　幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は福祉事務所長を、副幹事長は長寿福祉課長をもって充て

る。
４　幹事会は、計画原案の作成及び調査研究に係る事務を所掌する。
５　幹事会の会議は、幹事長が招集する。
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別表（第５条関係）

部　　等 幹　　　　事

企画部 政策企画課長　地域自治課長　生活安心課長

財務部 財政課長

市民福祉部 福祉事務所長　国民健康保険課長　健康づくり課長
社会福祉課長　長寿福祉課長　介護保険課長　障害福祉課長

都市計画部 まちづくり政策課長

建設部 住宅営繕課長

危機管理課 危機管理課長

教育委員会事務局 生涯学習課長　スポーツ振興課長

６　会議は、幹事の過半数が出席しなければ開くことができない。
７　幹事長は、幹事会を代表し、会議の長となる。
８　副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
９　幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の関係職員の出席を求め、意見等を聴くことができる。

　（庶務）
第６条　委員会の庶務は、市民福祉部長寿福祉課において処理する。

　（補則）
第７条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

　　付　則
　この要綱は、平成22年11月16日から施行する。
　　付　則（平成23年４月１日　副市長決裁）
　この改正は、平成23年４月１日から施行する。
　　付　則（平成24年３月22日市民福祉部長決裁）
　この改正は、平成24年４月１日から施行する。
　　付　則（平成26年３月11日市民福祉部長決裁）
　この改正は、平成26年４月１日から施行する。
　　付　則（平成29年４月25日市民福祉部長決裁）
　この改正は、平成29年４月25日から施行する。
　　付　則（令和２年４月８日市民福祉部長決裁）
　この改正は、決裁の日から施行する。
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（ ４）計画策定までの経過
年 日程 回 会議名 内　　　　容

令和 ２年 ６月3０日

第１回

幹事会 ・委嘱（懇話会のみ）
・第９次計画の策定について
　（策定体制・スケジュール）
・第８次計画の進捗状況及び評価について
・高齢者の現状（アンケート調査結果）

8月 ７日 委員会

8月 ７日 懇話会

11月２4日

第２回

幹事会
・人口の将来推計について
・日常生活圏域について
・基本理念及び基本施策について
・介護保険サービス量の見込みについて

11月２4日 委員会

11月２4日 懇話会

1２月２２日

第３回

幹事会

・各論について
・介護保険サービス量の見込みについて

1２月２4日 委員会

1２月２5日 懇話会

令和 3年 1月２5日

第４回

幹事会

・第９次計画（案）について1月２６日 委員会

1月２8日 懇話会

２月 8日～ 3月 9日 パブリック・コメントの実施

- 88 -



資　　料資　　料

2 介護保険サービス一覧

（ １）居宅サービス
サービスの種類 内　　　　容

訪問介護
（ホームヘルプ）

訪問介護員が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗
濯、掃除等の家事を行います。

訪問入浴介護 入浴が困難な方の居宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介護を
行います。

通所介護
（デイサービス）

日中、通所介護施設で、必要な日常生活上の支援や機能訓練の提供等
を行います。

短期入所生活介護
（ショートステイ）

特別養護老人ホーム等で、必要な日常生活上の支援や機能訓練等を提
供します。

訪問看護 看護師等が居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話や必要な診療
の補助を行います。

訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問し、必要なリハビリテーショ
ンを行います。

居宅療養管理指導
医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が、在
宅療養中で通院困難な方の居宅を訪問し、療養上の管理や指導、助言
等を行います。

通所リハビリテーション
（デイケア）

介護老人保健施設や診療所、病院において、必要なリハビリテーショ
ンを行います。

短期入所療養介護
（ショートステイ）

介護老人保健施設や診療所、病院等で、医師や看護職員、理学療法士
等による医療や機能訓練、日常生活上の支援等を行います。

居宅介護支援・
介護予防支援

ケアマネジャー（介護支援専門員）が、心身の状況や生活環境、本人・
家族の希望等に沿ったケアプラン（居宅サービス計画）の作成、ケア
プランに位置づけたサービス提供事業所等との連絡・調整等を行いま
す。

特定施設入居者生活介護 特定施設の入居者に対して、必要な日常生活上の支援を行います。

福祉用具貸与 自立支援や介護者の負担軽減を目的とした福祉用具を貸与します。

福祉用具購入 自立支援や介護者の負担軽減を目的とした特定福祉用具の購入費を支
給します。

住宅改修 住みなれた自宅で生活が続けられるように、手すりの取り付けなどの
改修費を支給します。
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（ ２）地域密着型サービス
サービスの種類 内　　　　容

認知症対応型
共同生活介護
（認知症高齢者グループホーム）

認知症利用者が共同で生活する少人数（５人～９人）の住居で、必要
な日常生活上の支援、機能訓練を行います。

認知症対応型
通所介護

通所介護施設で、通所の認知症利用者に対して、必要な日常生活上の
支援、機能訓練を行います。

地域密着型通所介護
（小規模デイサービス）

利用定員18人以下の通所介護施設で、必要な日常生活上の支援や機
能訓練の提供等を行います。

小規模多機能型
居宅介護

通いによるサービスを中心に、利用者の希望などに応じて、訪問や宿
泊を組み合わせて、必要な日常生活上の支援や機能訓練の提供等を行
います。

夜間対応型訪問介護 夜間、定期巡回または随時での訪問介護サービスや通報に応じたオペ
レーションサービスを行います。

地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護

定員が29人以下の特別養護老人ホームで、日常生活上の支援、機能
訓練、療養上の世話を行います。

地域密着型
特定施設入居者
生活介護

入居定員が29人以下の特定施設の入居者に対して、日常生活上の支援、
機能訓練、療養上の世話を行います。

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護の連携により、定期巡回と
随時の対応を行います。

看護小規模多機能型
居宅介護 「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」を組み合わせて提供します。

（ 3）施設サービス
サービスの種類 内　　　　容

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

常に介護が必要で自宅での生活が難しい方を対象に日常生活上の支援、
機能訓練、療養上の世話を行う入所施設です。

介護老人保健施設 看護、医学的管理下での介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日
常生活上の支援を行う入所施設です。

介護療養型医療施設
慢性疾患を有し、自宅での療養生活は難しい方を対象に、必要な医療
サービス、日常生活における介護、リハビリテーション等を行う入所
施設です。

介護医療院
長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ方を対象に、療養上の管理、
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並
びに日常生活上の支援を行う施設です。
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3 地域支援事業一覧

（ １）介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）
事業の種類 サービスの種類 内　　　　容

介護予防・
生活支援
サービス事業

訪問型サービス

①訪問介護
　訪問介護員による身体介護等
②訪問型サービスＡ
　緩和した基準による生活援助等

通所型サービス

①通所介護
　通所介護と同様のサービス
②通所型サービスＡ
　緩和した基準によるミニデイサービス、運動・　
　レクリエーション�等

生活支援サービス
栄養改善を目的とした配食や、住民ボランティア等
が行う見守り、訪問型サービス・通所型サービスに
準じる自立支援に資する生活支援を行います。

介護予防ケアマネジメント

基本チェックリストによる高齢者に対するスクリー
ニング、介護予防ケアプランの作成、サービス提供
後の再アセスメント、総合事業の事業評価を行いま
す。

一般介護予防
事業

介護予防把握事業 地域の支援を要する方を把握し、介護予防活動へつ
なげます。

介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行います。

地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援
を行います。

一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画の目標値達成状況の検証と一般介
護予防事業の事業評価を行います。

地域リハビリテーション
活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するため、
通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、
住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門
職等の関与を促進します。
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（ ２）包括的支援事業
サービスの種類 内　　　　容 実施主体

介護予防
ケアマネジメント事業

基本チェックリストによる高齢者に対するスクリーニ
ング、介護予防ケアプランの作成、サービス提供後の
再アセスメント、総合事業の事業評価を行います。

地域包括
支援センター

総合相談支援業務
地域におけるネットワークの構築と実態把握や、初期
相談から、継続的・専門的な援助まで対応する総合的
な相談・支援を行います。

権利擁護業務
成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置、
高齢者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害
の防止を行います。

包括的・継続的
ケアマネジメント
支援業務

包括的・継続的なケア体制の構築、地域における介護
支援専門員のネットワークの活用、日常的個別指導・
相談、支援困難事例等への指導助言等を行います。

在宅医療・介護連携
推進事業

地域の医療・介護関係者による会議の開催、在宅医療・
介護関係者の研修等を行います。

沼津市

認知症施策総合
推進事業

認知症初期集中支援チームによる支援と認知症地域支
援推進員、チームオレンジコーディネーターによる地
域の体制整備を行います。

生活支援サービス
体制整備事業

生活支援コーディネーターの設置による地域資源の開
発等を行います。

地域ケア会議運営 保健医療や福祉の専門職等が参画し、個別事例や地域
課題の検討を行います。
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第９次
沼津市高齢者保健福祉計画
2021年度～2023年度　第９次沼津市老人福祉計画・第８期沼津市介護保険事業計画
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